
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



は じ め に 
 

 本市では、障害のある人が、個々の個性やニーズにあっ

たサービスを選択しながら、地域の中で自立した生活を送

り、様々な活動に主体的に参画できる社会をめざして、平

成３０年３月に「第５次三田市障害者福祉基本計画」を策

定し、共生と自己決定の視点を大切にして障害者福祉施策

を推進してきました。 

 近年、国においては障害のある人の地域生活や就労の支

援の強化等により、一人ひとりが希望する生活を実現する

ための制度改革が進められており、地域や職場で生きがい

や役割を持ちながら、自分らしく安心して暮らせる地域共

生社会の実現が求められています。 

こうした中、現計画の基本的な考え方を踏襲しつつ、昨今の新型コロナウイルス感染

症の流行により顕在化した様々な課題や社会情勢の変化、複雑・多様化するニーズ等に

的確に対応するため、「第６次三田市障害者福祉基本計画」を策定いたしました。 

本計画では、「思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ」を基本理念

として掲げ、障害のある人もない人も共に地域で生活する仲間としてお互いを尊重し、

地域の支えあいからつくる共生のまちづくりを目指します。また、障害のある人への理

解促進とともに、可能な範囲で障害の特性に応じた支援や必要な配慮を行う「合理的配

慮」の提供と周知・啓発をより一層推進します。それにより、障害のある人がスポーツ

や文化活動、学習活動などを通じて社会参加しやすい環境をつくり、生きがいのある暮

らしを実現することを目指して「いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔」を

キャッチフレーズとしました。行政と市民が相互に連携を図りながら、障害のある人が

より一層安心して暮らせる地域社会の実現に向けた取組を進めてまいりますので、引き

続き皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

 最後に、本計画の策定にあたって、ご意見をいただきました市民、事業者の皆様をは

じめ、計画策定に尽力いただきました三田市障害福祉審議会委員や市議会の皆様のご指

導、ご助言に心から感謝申しあげます。 

 

 

令和６年３月 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

（１）計画策定の目的 

本市では、平成 30 年３月に「第５次三田市障害者福祉基本計画」（以下「前計

画」という。）を策定し、障害のある人に関する施策を総合的に推進してきました。

また、令和３年３月に「第６期三田市障害福祉計画・第２期三田市障害児福祉計画」

を策定し、障害福祉におけるサービスごとに必要な利用の見込量を定め、施策の推

進を図ってきました。 

令和４年３月には兵庫県において「第２期ひょうご障害者福祉計画」が策定され、

「一人ひとりが尊重され、互いへの思いやりとつながりがある中で、住みたい地

域・場所で、ともに暮らしていける社会」を令和 8 年の目標に掲げ、多様な取組を

推進しています。 

今回、前計画及び「第６期三田市障害福祉計画・第２期三田市障害児福祉計画」

が令和 6 年３月をもって計画期間を満了することから、新たに「第６次三田市障

害者福祉基本計画」（以下「本計画」という。）を策定するとともに「第７期三田市

障害福祉計画・第３期三田市障害児福祉計画」を同時に策定し、整合を図りながら、

すべての人々の人権が尊重され、誰もが地域でいきいきと安心して暮らせるまち

づくりを進めていくため、障害者福祉施策の基本的な方向性と具体的な取組につ

いて定めるものです。 

 

 

（２）国や社会の動向 

国においては、障害のある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「生

活」と「就労」に対する支援の充実や、障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の

促進など、共生社会の実現に向けた法整備や取組が進められています。 

また、市民のニーズの多様化や抱える課題の複雑化、専門性の高い課題など、地

域では様々な課題が存在しており、それぞれに合わせた適正な支援やきめ細かな

対応が求められています。 

  



2 

《福祉サービス提供体制の見直し・充実》 

障害のある人を対象としたサービスに関しては、平成 24 年の児童福祉法等の改

正により、障害児通所支援と障害児入所支援が創設されるとともに、地域の療育支

援の中核施設として、児童発達支援センターが位置づけられました。 

また、平成 25 年に障害者自立支援法が「障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律」（以下「障害者総合支援法」という。）に改正され、その

後平成 30 年には「障害者総合支援法」と「児童福祉法」の改正により、障害のあ

る人の地域における生活の維持・継続に向けた基幹相談支援センターの有効活用

や地域生活支援拠点等の整備、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構

築、就労定着に向けた支援、障害児のサービス提供体制の計画的な構築、「地域共

生社会」の実現に向けた取組などが進められてきました。 

令和４年には「障害者総合支援法」のさらなる改正が行われ、障害者等の地域生

活の支援体制の充実や障害者の多様な就労ニーズへの対応など、障害者等の希望

する生活を実現するために、より一層の支援の充実を図る必要があります。 

 

《障害のある人の就労支援の充実》 

障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済

面の自立を進めるため、平成 25 年 4 月に「国等による障害者就労施設等からの物

品等の調達の推進等に関する法律」（以下「障害者優先調達推進法」という。）が施

行され、国や地方公共団体、独立行政法人等の公的機関により、障害者就労施設等

から優先的・積極的に物品やサービスを調達する取組が進められています。 

また、平成 25 年に「障害者の雇用の促進等に関する法律」（以下「障害者雇用促

進法」という。）が改正され、平成 28 年から雇用分野における障害者差別の禁止

や合理的な配慮の提供義務が定められるとともに、平成 30 年から法定雇用率の算

定基礎に精神障害のある人を加えることが規定されました。 

令和元年以降、「障害者雇用促進法」は度々改正され、週 20 時間未満で働く精

神障害者等を法定雇用率の算定対象とする方針の決定や法定雇用率の引き上げ等、

様々な障害者雇用対策が進められています。 

また、「障害者総合支援法」の改正により、障害者の多様な就労ニーズへ対応す

るためのサービスとして「就労選択支援」の創設が予定されています。今後とも障

害のある人の一般就労、福祉的就労の機会の拡充に向けた取組を関係機関ととも

に進めていく必要があります。 
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《障害のある人に対する虐待防止と差別の解消》 

平成 24 年に「障害者虐待防止法」が施行され、市町村に「障害者虐待防止セン

ター」を設置し、事実の確認や虐待の認定、一時保護、支援方針の策定などを行う

ことが定められました。また、養護者や障害者福祉施設等の従事者などによる虐待

に対する支援や対応策などの具体的な体系が定められました。 

平成 25 年に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害

者差別解消法」という。）が公布され、平成 28 年に施行されました。法律では、行

政機関や民間事業者等における障害を理由とする差別的取扱いによる権利侵害行

為を禁止するほか、社会的障壁の除去を必要としている障害のある人がいる場合

に、その実施に向けて必要かつ合理的な配慮がされなければならない（行政機関は

法的義務、民間事業者は努力義務）と規定されており、本市においても平成 30 年

に「三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例」（以

下「三田市障害者共生条例」という。）を制定しました。 

本市では、平成 30 年１月に把握した障害者虐待事案を受けて、行政が取り組む

内容を集約した「共生社会推進プログラム」を策定したほか、令和 3 年には「三田

市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例」（以下「人権共生条例」

という。）を制定し、多様性を認め合う共生社会の実現に向けて取組を進めていま

す。また、国においても令和３年に「障害者差別解消法」が改正され、国や自治体

だけでなく民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられるなど、障害者に対

する差別解消の機運が高まっています。 

 

《障害のある人の社会参加へ向けた基盤づくり》 

平成 18 年に国連が採択した「障害者の権利に関する条約」では、障害のある子

どもとない子どもが共に学び、障害のある子どもに必要な合理的配慮が提供され

るインクルーシブ教育システム構築の必要性が記載されています。日本は同条約

を平成 26 年に批准し、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構

築のための特別支援教育の推進に取り組んできました。個別の教育的ニーズのあ

る幼児児童生徒の自立と社会参加を見据えて、多様で柔軟な仕組みが求められて

います。 

また、平成 23 年に「スポーツ基本法」が施行され、障害者の自主的かつ積極的

なスポーツを推進するという理念のもと、障害の有無を問わず身近な場所でスポ

ーツを実施できる環境の整備等が進められ、パラリンピック競技大会をはじめ、近

年、障害者スポーツにおける競技性の向上もみられます。 

平成 30 年には「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、
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この法律に基づき、「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画（第

２期）」が令和５年３月に策定されました。文化芸術活動を通じて障害者の個性と

能力が発揮され、社会参加が促進されることを目的とし、多様な人々がお互いを尊

重し合いながら、文化芸術活動に関わる社会を構築することを目指しています。 
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「第６次三田市障害者福祉 
基本計画」 

令和６～11年度 

「第３期三田市障害児福
祉計画」 

令和６～８年度 

２ 計画の位置づけと期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、障害者基本法第 11 条第 3 項に基づく「市町村障害者計画」として、

三田市における障害者福祉施策の基本的な計画となるものです。 

別冊で策定している「第７期三田市障害福祉計画」は、障害者総合支援法第 88

条に基づく「市町村障害福祉計画」として、障害福祉サービスの必要量及び必要量

確保のための方策等を定める計画です。同じく「第３期三田市障害児福祉計画」は、

児童福祉法第 33 条の 20 に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障害児の地

域生活を支援するための障害児福祉サービスの必要量及び必要量確保のための方

策等を定める計画です。 

障害福祉計画や障害児福祉計画が、障害福祉サービスや障害児通所支援等の事

業所などが提供する、いわゆる「サービス」の見込量などについて定めるものであ

るのに対し、障害者福祉基本計画では、権利擁護や保健対策、教育支援など、主に

行政が提供する、いわゆる「施策」について定める計画となっています。 

 

■障害福祉計画・障害児福祉計画との関係イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

障害者基本法 
障害者自立支援法（平成 24年度まで） 

障害者総合支援法（平成 25年度から） 

 

児童福祉法改正 

（平成30年度施行） 

計画の一体的な推進 

「第７期三田市障害福祉
計画」 

令和６～８年度 

サービス見込量の見直し 
（令和５年度） 

施策の見直し 
（令和５年度） 

サービス見込量の見直し 
（令和５年度） 

障害児福祉サービスの 

実施計画 

 

○障害児通所支援等に関す

る成果目標 

○障害児通所支援等に関す

る活動指標（見込量等） 

 

障害福祉サービスの 

実施計画 

 

○障害福祉サービスに関する

成果目標 

○障害福祉サービスに関する

活動指標（見込量等） 

 

障害者施策の理念や 

基本方針を定める計画 

 

○障害福祉に関する施策 
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本計画は、国や兵庫県の定める計画等の内容を十分に踏まえながら、「第５次三

田市総合計画」の具体的な部門別計画として位置づけ、健康福祉分野をはじめとす

る各分野の関連計画との整合・調整を図りながら策定しています。 

 

■関連計画のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

三田市子ども・ 

子育て支援事業計画 

三田市健康増進計画・ 

三田市自殺対策計画 

 

三田市高齢者保健福祉計画・三田市介護保険事業計画 

三田市障害者福祉基本計画 

三田市障害福祉計画 

三田市障害児福祉計画 

障害者基本計画 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

ひょうご障害者福祉計画 

兵庫県障害福祉実施計画 

三田市総合計画 

国・県 連携・整合 

その他の分野の個別計画（防災・都市・教育など） 
 

連携・協働 

三田市地域福祉計画 
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（２）計画の期間 

計画の期間は、令和６年度から令和 11 年度までの 6 年間とします。また、計画

の進捗状況について評価・点検を行い、必要に応じて計画内容を見直すこととしま

す。 

 

■「障害者福祉基本計画」・「障害福祉計画」・「障害児福祉計画」の計画期間 

 平成 

30 

令和 

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

障害者福祉 

基本計画 
第５次（前計画） 第６次（本計画） 第７次 

障害福祉計画 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 

障害児福祉計画 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 

 

■国・県の計画期間 

 平成 

30 

令和 

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

（国）障害者 

基本計画 
第４次 第５次 第６次（予定） 

ひょうご障害者

福祉計画 
第１期 第２期 第３期（予定） 

兵庫県障害福祉

実施計画 
第５期 第６期 第７期 第８期（予定） 第９期（予定） 
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第２章 障害のある人を取り巻く状況 

 

１ 三田市における現況 

（１）人口の推移 

本市の令和 4 年度末現在の人口総数は 107,744 人で、減少傾向が続いています。 

年齢別構成比をみると、14 歳以下と 15-64 歳人口は減少している一方、65 歳以

上人口は増加しています。高齢化率も上昇しており令和４年度で 28.2％となって

います。 

■人口と高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民課（各年度３月 31日現在） 

  

14,792 14,726 14,396 14,201 13,856 13,380

72,323 70,716 69,024 67,355 65,501 63,973

25,923 26,931 27,874 28,841 29,715 30,391

113,038 112,373 111,294 110,397 109,072 107,744

22.9 24.0 25.0 26.1 27.2 28.2 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

年少人口(0-14歳) 生産年齢人口（15-64歳)

高齢者人口(65歳以上) 高齢化率

（人）
（％）
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（２）障害のある人の状況 

障害者手帳所持者数の推移をみると増加傾向となっており、令和４年度で 5,927

人となっています。身体障害者手帳は平成 30 年度をピークにやや減少傾向となる

一方、療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は増加傾向となっています。 

 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

 

 

① 身体障害のある人 

年齢別構成比をみると、令和 4 年度で 65 歳以上が占める割合が 74.8%と多く、

増加傾向となっています。 

 

■身体障害者手帳所持者年齢別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

  

3,973 4,218 4,189 4,104 4,054 4,070

867 882 937 967 1,008 1,032
597 656 698 705 757 825

5,437 5,756 5,824 5,776 5,819 5,927

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

（人）

2.0 1.8 1.8 1.8 1.6 1.7 
26.6 26.0 25.0 24.4 24.1 23.5 

71.4 72.2 73.2 73.8 74.3 74.8 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

18歳未満 18-64歳 65歳以上

（％）



10 

障害種別でみると、肢体不自由が最も多くなっています。次に多い内部障害につ

いては、年々増加傾向となっています。 

等級別でみると、１級が最も多くなっており、次いで４級となっています。１級

と６級がやや増加傾向となっています。 

 

 

■障害種別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

 

■等級別身体障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

  

2,270 2,380 2,327 2,254 2,171 2,145

1,169 1,275 1,296 1,307 1,318 1,352

288 305 305 305 322 322

195
206 207 184 190 196

51 52 54 54 53 55
3,973 4,218 4,189 4,104 4,054 4,070

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

肢体不自由 内部障害 聴覚・平衡機能障害 視覚障害 音声・言語機能障害

（人）

1,274 1,364 1,345 1,326 1,314 1,340

550 581 578 550 535 531
643 691 688 674 661 665

1,094 1,134 1,127 1,101 1,096 1,075
252 276 278 281 268 278

160 172 173 172 180 181
3,973 4,218 4,189 4,104 4,054 4,070

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

（人）
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② 知的障害のある人 

年齢別構成比をみると、令和 4 年度で 18-64 歳が 62.8%、18 歳未満が 34.2%と

同程度の割合で推移しています。 

判定別にみると、軽度 B２が最も多くなっており、増加幅も大きくなっています。 

 

■療育手帳所持者年齢別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

 

■判定別療育手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

  

340 343 344 349 357 358

195 186 205 204 202 206

332 353 388 414 449 468

867 882 937 967 1,008 1,032

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

重度A 中度B１ 軽度B２

（人）

34.5 34.2 34.9 34.2 34.1 34.2 

62.2 62.4 61.7 62.6 63.0 62.8 

3.3 3.4 3.4 3.2 2.9 3.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

18歳未満 18-64歳 65歳以上

（％）
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③ 精神障害のある人 

年齢別構成比をみると、令和４年度で 18-64 歳が 81.2%とやや増加傾向になっ

ています。等級別にみると２級が最も多くなっており、２級と３級が増加傾向とな

っています。令和４年度と平成 29 年度で比較すると、全体で 228 人の増加となっ

ています。 

 

■精神障害者保健福祉手帳所持者年齢別構成比の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

 

 

■等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：障害福祉課（各年度３月 31日現在） 

  

0.3 0.3 0.6 1.3 1.2 0.7 

79.1 79.4 80.5 80.1 80.0 81.2 

20.6 20.3 18.9 18.6 18.8 18.1 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

18歳未満 18-64歳 65歳以上

（％）

102 110 111 106 113 114

313 333 357 363 376 411

182 213 230 236 268 300
597

656 698 705 757
825

0

200

400

600

800

1,000

平成29年度

（2017年度）

平成30年度

（2018年度）

令和元年度

（2019年度）

令和2年度

（2020年度）

令和3年度

（2021年度）

令和4年度

（2022年度）

１級 ２級 ３級

（人）
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２ 障害者等アンケート調査の概要及び結果 

（１）調査概要 

○調査対象 

調査種別 対象者 調査期間 回収数／配布数 回収率 

障害者 
18 歳以上の障害者手帳 

所持者（身体・療育・精神） 

R5.2.20 

～R5.3.17 

1,001件／1,686件 

（うち WEB回答：92件） 
59.3％ 

障害児 
18 歳未満の障害者手帳 

所持者（身体・療育・精神） 

R5.2.20 

～R5.3.17 

194件／351件 

（うち WEB回答：34件） 
55.2％ 

手帳非所持者 障害者手帳非所持者 
R5.2.20 

～R5.3.17 

548件／1,087件 

（うち WEB回答：100件） 
50.4％ 

障害福祉 

事業所 

障害福祉サービスを提供

している事業所 

R5.3.9 

～R5.3.24 

45件／74件 

（うち WEB回答：17件） 
60.8％ 

一般事業所 一般事業所 
R5.3.29 

～R5.4.14 

61件／230件 

（うち WEB回答：14件） 
26.5％ 

 

○調査方法 

郵送による配布、郵送・インターネットによる回収 

 

○調査結果についての留意事項 

・回答結果は小数点第２位を四捨五入しています。この関係で、単回答（複数の選

択肢からひとつだけを選ぶ形式）の合計値がちょうど「100.0」にならない場合

があります。 

・複数回答（２つ以上の回答を選ぶ形式）における割合についての単位はパーセン

トとしています。この場合、回答は有効標本数全体に対して各々の割合を示すも

のであり、各選択肢の回答を合計しても「100.0」とはなりません。 

・調査結果における「ｎ」「ＳＡ」「ＭＡ」は、それぞれ 

 「ｎ」   ＝設問に対する回答者の総数（Number of samples の略） 

 「ＳＡ」  ＝単回答のこと（Single Answer の略） 

 「ＭＡ」  ＝複数回答のこと（Multiple Answer の略） 

  を示します。 
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（２）主な調査結果 

① 障害のある人の状況・介助の状況について 

所持している障害者手帳についてみると、障害者では、身体障害者手帳が約７割、

障害児では、療育手帳が約９割となっています。また、障害児では、医師から発達

障害と診断されたり、その疑いがあると言われたことがある人が約２割となって

います。 

 

■所持している障害者手帳等（MA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■所持している障害者手帳等（MA）【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.2 

13.1 

12.7 

9.3 

5.6 

5.3 

2.2 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

身体障害者手帳を持っている

療育手帳を持っている

精神障害者保健福祉手帳を持っている

自立支援医療（精神通院）の支給認定を受け

ている

難病（特定疾患）の認定を受けたり、医療費

の助成を受けている

医師から発達障害と診断されたり、その疑い

があるといわれたことがある

医師から高次脳機能障害として診断されたこ

とがある

無回答

(MA) n=1,001

22.2 

86.1 

1.5 

1.5 

4.1 

24.2 

0.0 

21.6 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

身体障害者手帳を持っている

療育手帳を持っている

精神障害者保健福祉手帳を持っている

自立支援医療（精神通院）の支給認定を受け

ている

難病（特定疾患）の認定を受けたり、医療費

の助成を受けている

医師から発達障害と診断されたり、その疑い

があるといわれたことがある

医師から高次脳機能障害として診断されたこ

とがある

障害福祉サービスまたは地域生活支援事業な

どの受給者証を持っている

無回答

(MA) n=194
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日ごろの生活で、介助や支援が必要と回答した人は約４割、そのうち、家族など

の介助や支援を受けている人は約８割となっています。また、障害者支援区分認定

を受けている人で障害福祉サービスを利用している人は約５割となっています。 

 

■日ごろの生活で、介助や支援が必要か（SA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

■介助や支援が必要な人で、家族などの介助や支援を受けているか（SA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

■障害支援区分認定を受けている人で、障害福祉サービスを利用しているか（SA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

  

78.9 16.7 4.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=383

介助や支援を受けている 介助や支援は受けていない 無回答

51.9 45.7 2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=243

サービスを利用している サービスは利用していない 無回答

38.3 53.7 8.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=1,001

必要である 必要ない 無回答
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介助や支援が必要なときについてみると、ほとんどの障害種別で「外出するとき

（通院や買い物など）」が多くなっており、療育手帳所持者や精神障害者保健福祉

手帳所持者では、「日常の暮らしに必要な事務手続き」も多くなっています。また、

療育手帳所持者では、いずれの項目も全般的に割合が高い傾向がみられます。 

また、介助者の年齢は 50 歳～70 歳代が多くなっています。 

 

■どのようなときに介助や支援が必要か（MA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■介助者の年齢（SA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

1.6 

5.2 

7.0 

17.2 

26.9 

17.8 

9.7 

14.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

無回答

(SA) n=383

全体 n=383
身体障害者手帳
を持っている
n=279

療育手帳を持っ
ている n=67

精神障害者保健
福祉手帳を持っ
ている n=50

食事をするとき 27.7 30.5 34.3 20.0
薬を飲んだり管理するとき 43.6 39.1 73.1 50.0
入浴する・トイレを利用するとき 42.8 47.0 47.8 26.0
着替えをするとき 35.5 39.8 43.3 18.0
料理・掃除・洗濯をするとき 47.8 43.0 65.7 54.0
ごみを出すとき 40.7 42.7 47.8 28.0
外出するとき（通院や買い物など） 69.7 69.5 80.6 58.0
自分の考えを伝えたいとき 25.8 20.8 61.2 28.0
読み書きをするとき 30.0 31.2 46.3 16.0
生活費などお金の管理 42.8 35.5 77.6 48.0
日常の暮らしに必要な事務手続き 58.0 53.0 79.1 64.0
緊急時に避難・連絡したいとき 59.3 58.1 73.1 50.0
その他 8.9 10.8 1.5 8.0
無回答 2.1 2.2 - 4.0
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49.5 

19.8 

1.1 

49.2 

16.2 

11.2 

12.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

自宅や入所施設などで過ごしている

趣味やスポーツ活動などに参加

公共施設などで過ごす

買い物や散歩などで出かけている

友人・知人に会う

その他

無回答

(MA) n=1,001

② 日中活動や社会参加について 

障害者の休日などの過ごし方についてみると、「自宅や入所施設などで過ごして

いる」、「買い物や散歩などで出かけている」がそれぞれ約５割となっており、「趣

味やスポーツ活動などに参加」や「友人・知人に会う」はそれぞれ約２割となって

います。 

障害児の放課後や休日の過ごし方については、「自宅や入所施設などで過ごして

いる」が約６割、「通所施設（放課後等デイサービスなど）に通っている」が５割

となっています。 

 

■仕事や通所施設、学校などが終わった後や、休みの日などの過ごし方（MA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■放課後や休日の過ごし方（MA）【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.0 

63.9 

11.3 

15.5 

3.6 

20.6 

4.1 

1.0 

10.8 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

通所施設（放課後等デイサービスなど）に通っている

自宅や入所施設などで過ごしている

部活やサークル活動に参加

ともだちと外で遊んだり、スポーツをする

公民館や図書館などの公共施設で過ごす

塾や習い事に行く

放課後児童クラブ

日中一時支援を利用している

その他

無回答

(MA) n=194
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44.2 

26.2 

9.6 

1.3 

9.7 

3.8 

5.3 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

週に３回以上

週に１～２回

月に数回程度

年に数回程度

ほとんど外出しない

その他

無回答

(SA) n=1,001

外出の頻度についてみると、週３回以上外出する人が約４割となっていますが、

月に数回程度、ほとんど外出しない人がともに約１割となっています。 

外出するために必要とするものについてみると、障害者全体では「タクシー代な

ど交通費の補助」が約 3 割と多く、療育手帳所持者では「外出時の介助者（ヘルパ

ーを含む）」の割合も多くなっています。 

 

■外出の頻度（SA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■外出するために必要とするもの（MA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=1,001

身体障害
者手帳を
持ってい
る n=723

療育手帳
を持って
いる
n=131

精神障害
者保健福
祉手帳を
持ってい
る n=127

自立支援
医療（精
神通院）
の支給認
定を受け
ている
n=93

難病（特
定疾患）
の認定を
受けた
り、医療
費の助成
を受けて
いる
n=56

医師から
発達障害
と診断さ
れたり、
その疑い
があると
いわれた
ことがあ
る n=53

医師から
高次脳機
能障害と
して診断
されたこ
とがある
n=22

道路の段差解消や歩道整備 18.4 22.3 10.7 9.4 9.7 25.0 5.7 13.6
建物内のスロープやエレベータなど 22.1 27.0 13.7 11.8 19.4 26.8 9.4 45.5
障害者用トイレ 12.7 15.5 12.2 3.9 5.4 17.9 7.5 18.2
誘導ブロック 0.6 0.8 - - - - - - 
音響式信号機 1.3 1.7 1.5 - - - - - 
障害者用駐車場 15.8 19.4 9.2 7.1 9.7 28.6 5.7 22.7
リフト付き・ノンステップバスの運行 3.9 4.7 1.5 2.4 4.3 3.6 1.9 4.5
外出時の介助者(ヘルパーを含む) 15.5 15.2 29.8 11.8 14.0 21.4 15.1 40.9
タクシー代など交通費の補助 30.5 32.5 28.2 26.8 34.4 39.3 20.8 40.9
特にない 31.8 26.7 38.2 48.8 46.2 17.9 58.5 9.1
その他 6.7 7.1 6.1 4.7 - 3.6 5.7 13.6
無回答 8.1 7.1 6.9 7.9 3.2 12.5 3.8 9.1
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③ 仕事について 

望ましい働き方についてみると、障害者全体では「一般の職場で働きたい」が約

２割で最も多くなっています。療育手帳所持者では「障害のある人のための施設で、

仲間と仕事（生産活動を含む）をしたい」、精神障害者保健福祉手帳所持者では「障

害や病気などで働くことがむずかしい」もそれぞれ約 2 割と多くなっています。 

障害児の将来働くことについてみると、「障害に気を遣って、支援してくれる職

場で働きたい」が約５割と多くなっており、次いで「障害のない人と同じ職場で働

きたい」が約３割となっています。 

 

■働くこと、望ましい働き方について（MA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■将来、働くことについて（MA）【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.5 

46.4 

15.5 

14.4 

7.7 

1.0 

32.0 

2.1 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

障害のない人と同じ職場で働きたい

障害に気を遣って、支援してくれる職場で働きたい

自宅でできる仕事をしたい

一般の職場ではなく障害のある人のための施設で

仲間と働きたい

障害や病気などで働くことがむずかしい

働きたくない、働くつもりはない

わからない、まだ考えたことがない

その他

無回答

(MA) n=194

全体 n=1,001
身体障害者手帳
を持っている
n=723

療育手帳を持っ
ている n=131

精神障害者保健
福祉手帳を持っ
ている n=127

一般の職場で働きたい 20.8 18.0 29.0 30.7
自宅でできる仕事をしたい 11.2 11.6 3.8 14.2
障害のある人のための施設で、仲間と仕事
（生産活動を含む）をしたい

5.1 1.9 24.4 10.2

障害や病気などで働くことがむずかしい 16.6 16.9 16.8 18.1
働きたくない、働くつもりはない 16.1 19.6 3.8 7.1
わからない、まだ考えたことがない 6.5 6.6 9.2 3.9
その他 10.6 12.9 3.8 5.5
無回答 13.2 12.4 9.2 10.2
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働くために必要な支援についてみると、障害者全体では「働くことができる職場

を探したり、紹介してほしい」が約４割で最も多くなっており、特に精神障害者保

健福祉手帳所持者ではその割合が約６割と多いほか、「働くことなど今後の進路に

ついて相談したり、助言がほしい」「働くために必要なことを教えてもらったり、

訓練を受けたい」の割合も多くなっています。 

一般事業所での障害のある人の雇用についてみると、「雇用している」が約６割

となっています。また、障害のある人の対応や具体的な配慮について、困っている

こと、悩んでいることについてみると、「本人に必要な配慮の把握・対応」が約 3

割と多くなっています。 

 

■働くために必要な支援（MA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害のある人を雇用しているか（SA）【一般事業所】 

 

 

 

 

 

 

 

■障害のある人の採用後の対応や具体的な配慮について、困っていること、悩んでいること（MA）【一般事業所】 

 

 

 

 

 

 

  

55.7 44.3 0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=61

雇用している 雇用していない 無回答

全体
n=371

身体障害
者手帳を
持ってい
る n=228

療育手帳
を持って
いる
n=75

精神障害
者保健福
祉手帳を
持ってい
る n=70

自立支援
医療（精
神通院）
の支給認
定を受け
ている
n=57

難病（特
定疾患）
の認定を
受けた
り、医療
費の助成
を受けて
いる
n=23

医師から
発達障害
と診断さ
れたり、
その疑い
があると
いわれた
ことがあ
る n=32

医師から
高次脳機
能障害と
して診断
されたこ
とがある
n=6

働くことができる職場を探したり、紹介してほしい 39.4 32.0 40.0 64.3 61.4 39.1 56.3 66.7
働くために必要なことを教えてもらったり、訓練を受
けたい

24.8 17.5 34.7 41.4 47.4 26.1 43.8 33.3

働くことなど今後の進路について相談したり、助言
がほしい

25.1 15.8 33.3 51.4 50.9 26.1 46.9 50.0

支援の必要はない 35.0 44.7 17.3 18.6 17.5 30.4 6.3 33.3
その他 6.5 6.1 8.0 4.3 3.5 8.7 6.3 16.7
無回答 8.9 11.4 9.3 1.4 1.8 17.4 6.3 - 

19.7 

26.2 

19.7 

8.2 

8.2 

54.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場環境(ハード面)の整備

本人に必要な配慮の把握・対応

コミュニケーション(意思疎通手段)

職場の同僚の理解

その他

無回答

(MA) n=61
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全体
n=194

０～５歳
n=16

６～11歳
n=71

12～14歳
n=48

15～17歳
n=58

18歳以上
n=1,001

特別支援学校でのより専門的な教育やサ
ポートを受けられる環境

28.4 18.8 21.1 27.1 41.4 25.4

地域の学校で障害のない他の児童・生徒と
一緒に教育やサポートを受けられる環境

60.8 68.8 71.8 60.4 44.8 43.4

その他 9.3 12.5 7.0 12.5 8.6 8.5

無回答 1.5 - - - 5.2 22.8

全体
n=194

０～５歳
n=16

６～11歳
n=71

12～14歳
n=48

15～17歳
n=58

18歳以上
n=1,001

専門的な指導 33.5 31.3 35.2 35.4 29.3 18.7
学校生活に必要な設備 8.8 6.3 5.6 10.4 12.1 17.0
校内・園内での人的支援 35.6 56.3 40.8 33.3 25.9 16.9
通学・通園への支援 9.8 6.3 11.3 12.5 6.9 10.2
こどもたちの理解 23.7 6.3 29.6 29.2 15.5 18.6
先生の理解 47.9 56.3 46.5 37.5 56.9 28.1
保護者の理解 5.7 6.3 2.8 4.2 10.3 12.8
就学指導・進路指導 12.4 6.3 5.6 18.8 17.2 9.6
その他 1.5 6.3 1.4 2.1 - 4.6
無回答 6.2 6.3 5.6 6.3 6.9 25.8

④ 療育・教育について 

望ましいと思う就学環境についてみると、障害児、障害者ともに「地域の学校で

障害のない他の児童・生徒と一緒に教育やサポートを受けられる環境」が最も多く

なっています。障害児では、年齢が高いほど「特別支援学校でのより専門的な教育

やサポートを受けられる環境」の割合も多くなっています。また、「地域の学校で

障害のない他の児童・生徒と一緒に教育やサポートを受けられる環境」は、概ね年

齢が上がるほど割合は少なくなる傾向がみられます。 

学校・園生活を送る上で必要と思うものについてみると、障害児、障害者ともに

「先生の理解」が最も多くなっており、特に０～５歳、15～17 歳で約６割と多く

なっています。また、小学校・中学校の年代では、「こどもたちの理解」も約３割

となっています。 

 

■望ましいと思う就学環境（SA）【障害児・障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

■学校・園生活を送る上で必要と思うもの（MA）【障害児・障害者】 

（単位：％） 
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障害のある児童・生徒の教育に必要と思うことについてみると、障害者全体では、

「児童・生徒のひとりひとりに応じた学習指導の充実」が最も多く、特に療育手帳

所持者では約５割となっています。また、精神障害者保健福祉手帳所持者では、「障

害のある児童・生徒の保護者に対する精神的な支援」が約４割で最も多くなってい

ます。 

 

■障害のある児童・生徒の教育に必要と思うこと（MA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=1,001

身体障害
者手帳を
持ってい
る n=723

療育手帳
を持って
いる
n=131

精神障害
者保健福
祉手帳を
持ってい
る n=127

自立支援
医療（精
神通院）
の支給認
定を受け
ている
n=93

難病（特
定疾患）
の認定を
受けた
り、医療
費の助成
を受けて
いる
n=56

医師から
発達障害
と診断さ
れたり、
その疑い
があると
いわれた
ことがあ
る n=53

医師から
高次脳機
能障害と
して診断
されたこ
とがある
n=22

児童・生徒のひとりひとりに応じた学習指導の充実 35.1 33.2 53.4 29.9 35.5 30.4 52.8 22.7
児童・生徒の障害に対応した施設整備 21.3 25.0 15.3 10.2 11.8 28.6 5.7 18.2
特別支援教育の理解・啓発の推進 12.6 13.4 14.5 5.5 6.5 23.2 9.4 4.5
教育・保健・医療・福祉などの関係機関の連携 22.0 21.0 28.2 25.2 24.7 25.0 28.3 18.2
早期発見・早期療育システムの確立 8.6 6.8 11.5 18.1 17.2 5.4 22.6 9.1
障害のある児童・生徒の保護者に対する精神的な支援 23.6 20.1 26.0 40.2 47.3 28.6 39.6 31.8
障害のある児童・生徒の保護者に対する経済的な支援 22.3 23.2 14.5 21.3 20.4 32.1 17.0 22.7
特にない 3.5 3.6 3.8 2.4 4.3 - 1.9 4.5
その他 2.1 1.7 0.8 6.3 3.2 - - 13.6
無回答 18.2 19.9 10.7 12.6 7.5 10.7 7.5 18.2
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12.3 34.8 10.8 33.7 8.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=1,001

提供されている 提供されていると思うが、不十分 提供されていない わからない 無回答

全体
n=1,001

40歳未満
n=145

40～64歳
n=254

65～74歳
n=209

75～84歳
n=209

85歳以上
n=158

自分の健康や治療のこと 55.4 43.4 61.0 59.3 57.4 51.3
経済状況（生活費）のこと 30.5 35.9 44.5 31.6 18.2 16.5
介助・介護のこと 21.2 15.9 16.1 23.0 25.4 28.5
家事（料理・掃除・洗濯）のこと 15.6 24.8 16.9 10.5 12.0 15.2
住まいのこと 12.2 26.2 17.7 7.7 5.3 4.4
外出・移動のこと 23.3 20.7 19.7 24.4 25.4 25.3
就学・進学のこと 1.2 4.8 2.0 - - - 
仕事や就職のこと 14.3 44.8 25.6 3.8 - 1.9
結婚のこと 4.6 20.0 6.3 0.5 - - 
緊急時・災害時のこと 26.8 20.7 28.0 29.7 25.4 29.1
話し相手のこと 7.8 17.9 8.7 3.8 4.3 7.0
情報収集のこと 7.6 13.1 10.2 5.3 3.3 6.3
家族・学校・職場などでの人間関係のこと 9.4 29.7 13.0 4.3 1.4 3.2
特にない 14.2 13.8 11.0 15.8 13.9 18.4
その他 4.5 4.8 4.3 5.7 3.8 3.2
無回答 6.1 0.7 3.5 1.9 12.4 10.8

全体
n=194

０～５歳
n=16

６～11歳
n=71

12～14歳
n=48

15歳以上
n=58

自分の健康や治療のこと 27.3 25.0 23.9 41.7 20.7
生活のためのお金のこと 22.7 18.8 16.9 25.0 29.3
自分のお手伝いやお世話のこと 21.1 18.8 21.1 22.9 20.7
家事（料理・そうじ・洗濯）のこと 11.9 6.3 7.0 12.5 19.0
住まいのこと 9.3 12.5 7.0 6.3 13.8
外出・移動のこと 23.2 18.8 22.5 25.0 22.4
就学・進学のこと 57.2 68.8 59.2 72.9 39.7
仕事や就職のこと 39.7 25.0 31.0 41.7 51.7
結婚のこと 4.6 12.5 2.8 2.1 6.9
緊急時・災害時のこと 21.6 31.3 21.1 22.9 19.0
話し相手のこと 11.3 18.8 7.0 16.7 10.3
情報収集のこと 9.8 25.0 7.0 12.5 6.9
家族・学校などでの人間関係のこと 34.0 25.0 36.6 37.5 31.0
特にない 13.9 12.5 15.5 10.4 15.5
その他 5.2 12.5 4.2 6.3 3.4
無回答 1.0 - 1.4 2.1 - 

⑤ 情報入手・相談について 

日常生活に必要な情報の提供についてみると、「提供されていると思うが、不十

分」「提供されていない」の合計が約５割となっています。 

今、気にかかっていることについてみると、障害者全体では、「自分の健康や治

療のこと」が約６割となっており、次いで「経済状況（生活費）のこと」「緊急時・

災害時のこと」となっています。障害児全体では「就学・進学のこと」が約６割、

「仕事や就職のこと」が約４割と将来に関する不安がうかがえます。 

 

■日常生活に必要な情報は十分に提供されていると思いますか（SA）【障害者】 

 

 

 

 

 

■今、気にかかっていること（MA）【障害者】 

          （単位：％） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

■今、気にかかっていること（MA）【障害児】 

          （単位：％） 
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困ったことや心配に思っていることを、家族や親戚、日ごろ通う場所以外の人に

相談したことがあるかについてみると、「ある」が障害者で約３割、障害児で約５

割となっています。 

相談したことがない理由についてみると、障害者では「困っていない」「特に理

由はない」が最も多く、障害児では「困っていない」が最も多くなっています。ま

た、「どこに相談したらいいかわからない（相談できる場所がわからない）」が障害

者、障害児ともに約２割となっています。 

 

■困ったことや心配に思っていることを、家族や親戚、日ごろ通う場所以外の人に相談したことがあるか（SA） 

    【障害者】         【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

■相談したことがない理由（MA）【障害者・障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49.0 50.5 0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(SA) n=194

ある ない 無回答

34.9 59.0 6.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(SA) n=1,001

ある ない 無回答

32.7 

18.8 

8.8 

6.6 

6.6 

32.7 

8.8 

5.2 

34.7

18.4

7.1

8.2

5.1

28.6

11.2

4.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

困っていない

どこに相談したらいいかわからない

（相談できる場所がわからない）

専門的に相談したり、助言を受けられる場所がない

相談できる場所が近くにない

障害や病気のため、相談場所などに行けない

特に理由はない

その他

無回答

障害者 n=591

障害児 n=98
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⑥ 医療について 

医療を受ける上で困っていることについてみると、障害者全体、障害児ともに

「特にない」が最も多くなっています。また、障害者全体では「医療費の負担が大

きい」「通院（病院までの移動）が困難である」が約２割となっています。 

障害児では、「専門的な治療をする病院が近くにない」が約３割となっています。 

 

■医療を受ける上で困っていること（MA）【障害者】 

          （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■医療を受ける上で困っていること（MA）【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=1,001

40歳未満
n=145

40～64歳
n=254

65～74歳
n=209

75～84歳
n=209

85歳以上
n=158

医療費の負担が大きい 24.2 26.2 33.1 27.3 14.8 15.8
通院費（交通費）の負担が大きい 20.2 21.4 23.6 22.5 17.2 15.8
通院（病院までの移動）が困難である 24.4 19.3 20.5 24.9 25.8 32.9
入院時の付き添いがいない 4.4 4.1 5.9 3.3 1.9 7.0
専門的な治療をする病院が近くにない 14.8 20.0 17.3 16.7 8.6 11.4
往診を頼める医師がいない 3.9 2.8 2.0 2.9 5.3 6.3
障害が理由で治療が受けにくい 3.1 6.9 3.5 1.4 1.4 2.5
意思の疎通ができない（手話などが必
要な場合を含む）

5.5 11.0 7.1 3.3 2.9 4.4

特にない 32.2 28.3 28.3 34.9 38.8 31.6
その他 5.5 6.9 5.9 6.2 4.8 4.4
無回答 10.9 4.8 5.9 8.6 18.7 14.6

18.6 

21.6 

16.0 

2.1 

28.9 

3.1 

11.3 

11.9 

37.1 

8.2 

2.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

病院でお金がかかる

病院に通うのにお金がかかる

病院に通うのがむずかしい

入院時の付き添いがいない

専門的な治療をする病院が近くにない

自宅に来てくれるお医者さんがいない

障害が理由で治療が受けにくい

自分の希望を伝えることができない

（手話などが必要な場合を含む）

特にない

その他

無回答

(MA) n=194
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⑦ 緊急時の対応について 

災害時の避難場所について、障害者、障害児ともに知っている人が約７割となっ

ています。 

避難行動要支援者名簿への登録について、「登録していない」が障害者で約５割、

障害児で約６割となっています。また、「わからない」と回答した人もそれぞれ約

２割となっています。 

 

■災害時の避難場所を知っているか（SA） 

   【障害者】        【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

■避難行動要支援者名簿への登録（SA） 

   【障害者】        【障害児】 

 

 

 

 

 

 

  

  

73.7 23.7 2.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(SA) n=194

はい いいえ 無回答

65.0 27.9 7.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(SA) n=1,001

知っている 知らない 無回答

21.6 59.3 17.0 2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(SA) n=194

登録している 登録していない わからない 無回答

19.1 52.1 22.3 6.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(SA) n=1,001

登録している 登録していない わからない 無回答
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全体 n=1,001
身体障害者手帳
を持っている
n=723

療育手帳を持っ
ている n=131

精神障害者保健
福祉手帳を持っ
ている n=127

自分だけでは動けない 33.5 34.4 43.5 23.6
頼れる人がそばにいない 10.6 9.3 9.2 18.9
避難先での医療体制 31.1 35.3 11.5 28.3
水や食事、薬の確保 36.6 36.7 29.0 46.5
必要な情報が入りにくい 15.3 15.5 13.7 20.5
家族などと連絡がとれない 8.6 7.3 13.7 9.4
意思疎通ができない 8.5 6.4 27.5 6.3
特にない 20.0 21.4 17.6 14.2
その他 2.3 2.2 0.8 3.9
無回答 10.0 8.7 13.7 8.7

災害時や病気が急変したときなど、緊急時に不安を感じることについてみると、

障害者全体では「水や食事、薬の確保」が約 4 割と多く、次いで「自分だけでは動

けない」が約 3 割となっています。 

療育手帳所持者では「自分だけでは動けない」が約４割、「水や食事、薬の確保」

「意思疎通ができない」が約３割となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者

では、「水や食事、薬の確保」が約５割と多くなっています。 

 

■災害時や病気が急変したときなど、緊急時に不安を感じること（MA）【障害者】 

（単位：％） 
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⑧ 地域との関わりについて 

地域（障害者）との関わりについてみると、「いざというときのためにも隣近所

のつきあいを大切にしたい」が障害者・手帳非所持者ともに約５割、障害児では約

４割と多くなっており、「地域の人と打ち解けられる関係を築きたい」という割合

も多くなっています。また、手帳非所持者では「住民がお互いに協力して地域を良

くするための活動に一緒に参加したい」が約３割と多くなっています。 

地域との関わりについて前回調査と比較すると、障害者、障害児ともに、「地域

の人と特に関わりや繋がりを持ちたいとは思わない」の割合が多くなっています。 

 

■地域（障害者）との関わりについてどのように思うか（MA）【障害者・障害児・手帳非所持者】 

           （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

■地域との関わりについてどのように思うか（MA）【経年比較】 

          【障害者】    【障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29.7

51.5

18.2

12.3

12.2

13.3

6.2

11.8

29.4

56.4

18.5

2.1

15.5

5.7

7.0

12.9

0% 20% 40% 60%

地域の人と打ち解けられる関係を築きたい

いざというときのためにも隣近所のつきあい

を大切にしたい

住民がお互いに協力して地域を良くするため

の活動に一緒に参加したい

ボランティアや自治会などで一緒に活動したい

（ボランティアや自治会などの役員として参加したい）

隣近所の協力はあてにせず、自分のことは自

分でする

地域の人と特に関わりや繋がりを持ちたいとは思わない

（地域のためになることであっても、

地域の人とは関わりを持ちたくない）

その他

無回答

今回調査 n=1.001

前回調査 n=1,000

35.6

44.3

17.0

7.2

10.3

11.9

8.8

8.2

55.7

55.1

17.6

1.7

8.5

2.8

9.1

5.1

0% 20% 40% 60%

今回調査 n=194

前回調査 n=176

※（   ）内は、前回調査での選択肢です。 

 

障害者
n=1,001

障害児
n=194

手帳非所
持者
n=548

地域の人と打ち解けられる関係を築きたい 29.7 35.6 障害者と打ち解けられる関係を築きたい 24.5

いざというときのためにも隣近所のつきあいを大
切にしたい

51.5 44.3
いざというときのためにも隣近所のつきあいを大
切にしたい

54.9

住民がお互いに協力して地域を良くするための
活動に一緒に参加したい

18.2 17.0
住民がお互いに協力して地域を良くするための
活動に一緒に参加したい

27.2

ボランティアや自治会などで一緒に活動したい 12.3 7.2 ボランティアや自治会などで一緒に活動したい 15.5

隣近所の協力はあてにせず、自分のことは自分
でする

12.2 10.3

地域の人と特に関わりや繋がりを持ちたいとは
思わない

13.3 11.9 特に関わりや繋がりを持ちたいとは思わない 12.0

その他 6.2 8.8 その他 3.5

無回答 11.8 8.2 無回答 3.5
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5.2 

5.4 

5.1 

13.4 

9.3 

4.0 

4.7 

12.4 

61.9 

2.3 

6.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会などの学習活動

障害者団体の集会・活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・園などの行事

福祉・ボランティア活動

クリーン運動などの行事

参加していない

その他

無回答

(MA) n=1,001

地域で行われている行事や活動への参加についてみると、「参加していない」が

約６割と多く、何らかの活動に参加している人は約３割となっています。 

地域で行われている行事や活動で、今後参加したいものについてみると、「参加

したいと思うものはない」と回答した人は約４割となっています。 

 

 

■最近１年間、地域で行われている行事や活動に参加したか（MA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域で行われている行事や活動で、今後参加したいもの（MA）【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 

12.3 

8.3 

19.2 

21.5 

4.0 

7.4 

41.0 

3.0 

10.1 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

文化・スポーツ事業

セミナー・講演会などの学習活動

障害者団体の集会・活動

自治会活動・祭りなど地域の行事

趣味やスポーツなどのサークル活動

学校・園などの行事

福祉・ボランティア活動

参加したいと思うものはない

その他

無回答

(MA) n=1,001
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13.4 36.1 32.0 18.0 0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=194

よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

⑨ 障害のある人の権利や障害への理解について 

三田市の障害のある人への対応や理解についてみると、「全然⾜りないと思う」

が障害者全体で約 1 割となっており、特に精神障害者保健福祉手帳所持者では、

約３割となっています。また、障害児では「全然⾜りないと思う」が約 2 割となっ

ています。 

差別を受けたり嫌な思いをした経験についてみると、障害者全体では「あまりな

い」「まったくない」が合計で約７割となっている一方で、障害児では「よくある」

「ときどきある」が合わせて約５割となっています。 

 

■三田市では障害のある人への対応や理解が足りていると思うか（SA）【障害者・障害児】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがあるか（SA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがあるか（SA）【障害児】 

 

 

 

  

障害者
n=1,001

身体障害者手
帳を持ってい
る n=723

療育手帳を
持っている
n=131

精神障害者保
健福祉手帳を
持っている
n=127

障害児
n=194

足りていると思う 11.2 12.0 7.6 9.4 8.8
少し足りないと思う 26.3 25.6 34.4 26.8 31.4
全然足りないと思う 13.5 11.1 17.6 25.2 23.2
わからない 41.7 44.1 36.6 32.3 34.5
無回答 7.4 7.2 3.8 6.3 2.1

全体 n=1,001
身体障害者手帳
を持っている
n=723

療育手帳を持っ
ている n=131

精神障害者保健
福祉手帳を持っ
ている n=127

よくある 5.8 3.9 11.5 18.1
ときどきある 17.7 12.6 42.7 25.2
あまりない 36.4 37.5 29.0 38.6
まったくない 30.8 37.3 11.5 7.9
無回答 9.4 8.7 5.3 10.2
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差別を受けたり嫌な思いをした経験について前回調査と比較すると、障害者で

は、前回調査と比べて「あまりない」が多く、「まったくない」が少なくなってい

ます。障害児では、前回調査と比べて「ときどきある」が少なく、「あまりない」

が多くなっています。 

 

■障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがあるか（SA）【経年比較】 

          【障害者】 

 

 

 

 

 

 

 

          【障害児】 

 

 

 

  

5.0

5.8

18.2

17.7

21.9

36.4

48.0

30.8

6.9

9.4

前回調査 n=1,000

今回調査 n=1.001

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答

14.2

13.4

44.3

36.1

15.3

32.0

25.6

18.0

0.6

0.5

前回調査 n=176

今回調査 n=194

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

よくある ときどきある あまりない まったくない 無回答
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障害者（児）への虐待を発見した場合の通報義務についてみると、手帳非所持者

では、「知らなかった」が約６割、合理的配慮の提供については、「知らない」が約

８割と多くなっています。 

一般事業所での障害のある人に対応する時の工夫や配慮についてみると、「従業

員に対する障害者理解・啓発研修（資料配布も含む）の実施」が約３割と多く、「情

報保障」が約２割となっています。 

 

■「障害者虐待防止法」により、障害者（児）の虐待を発見した場合、通報義務があることを知っているか（SA） 

【手帳非所持者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「合理的配慮の提供」という考え方について知っているか（SA）【手帳非所持者】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■障害のある人に対応する時に、障害に合わせた工夫や配慮をしたことがあるか（MA）【一般事業所】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.0 58.8 1.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=548

知っていた 知らなかった 無回答

5.3 13.3 79.7 1.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(SA) n=548

名前も内容も知っている 名前のみ知っている 知らない 無回答

7.4 

22.2 

29.6 

18.5 

29.6 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

事業所の環境(ハード面)整備

情報保障(手話、要約筆記(筆談)、絵カード、

外部に情報を発信する際ルビを付ける等)

従業員に対する障害者理解・啓発研修

(資料配布も含む)の実施

その他

無回答

(MA) n=27
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⑩ 福祉制度・サービスについて 

毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービスについてみると、障害者

全体では「福祉制度やサービスを利用するための相談支援体制の充実」が約３割で

最も多く、次いで「特にない」が約２割となっています。療育手帳所持者では「生

活の場の確保（施設入所・グループホームを含む）」が約５割と多く、精神障害者

保健福祉手帳所持者では「地域活動支援センター、就労支援などにおける生活の充

実」が約３割となっています。 

 

■毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービス（MA）【障害者】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=1,001

身体障害
者手帳を
持ってい
る n=723

療育手帳
を持って
いる
n=131

精神障害
者保健福
祉手帳を
持ってい
る n=127

自立支援
医療（精
神通院）
の支給認
定を受け
ている
n=93

難病（特
定疾患）
の認定を
受けたり、
医療費の
助成を受
けている
n=56

医師から
発達障害
と診断さ
れたり、そ
の疑いが
あるとい
われたこ
とがある
n=53

医師から
高次脳機
能障害と
して診断
されたこと
がある
n=22

生活の場の確保（施設入所・グループホームを
含む）

19.3 15.6 45.8 19.7 30.1 19.6 34.0 31.8

地域活動支援センター、就労支援などにおける
生活の充実

12.8 9.0 22.1 28.3 35.5 8.9 32.1 18.2

移動支援（ガイドヘルプ）の充実
【外出時の付き添い】

12.2 12.0 21.4 7.1 9.7 16.1 9.4 31.8

居宅介護（ホームヘルプ）の充実
【自宅での日常生活の支援】

13.8 15.5 9.9 11.8 14.0 23.2 13.2 22.7

日中一時支援の充実
【施設等において日中を過ごせるサービス】

8.5 7.3 19.1 11.8 12.9 8.9 18.9 22.7

ショートステイ事業の充実
【施設等において短期間入所できるサービス】

10.1 10.5 19.1 4.7 4.3 10.7 15.1 18.2

車いす・補聴器など福祉機器の普及 11.7 14.4 5.3 3.1 3.2 12.5 - - 

自治会・ＮＰＯ・ボランティア・隣近所など地域社
会とのつながり

9.9 10.1 7.6 12.6 12.9 12.5 5.7 - 

自分の権利を守ってくれる（権利擁護）制度の
普及

10.5 8.2 13.7 20.5 25.8 12.5 13.2 13.6

文化・スポーツ活動へ参加するための支援 7.3 6.5 10.7 7.1 9.7 5.4 15.1 4.5

福祉制度やサービスを利用するための相談支
援体制の充実

26.1 25.0 26.0 38.6 41.9 28.6 37.7 13.6

特にない 24.2 27.2 13.7 16.5 11.8 17.9 17.0 4.5

その他 3.1 2.6 1.5 7.9 5.4 8.9 7.5 9.1

無回答 13.7 14.0 7.6 7.9 4.3 7.1 1.9 13.6
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毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービスについてみると、障害児

全体では「施設や地域活動支援センター、就労支援などにおける生活の充実」が約

４割で最も多く、次いで「福祉制度やサービスを利用するための相談支援体制の充

実」が約３割、「生活の場の確保（施設入所・グループホームを含む）」が約２割と

なっています。 

 

■毎日の生活を送る上で、特に必要な支援制度・サービス（MA）【障害児】 

（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全体
n=194

０～５歳
n=16

６～11歳
n=71

12～14歳
n=48

15歳以上
n=58

生活の場の確保（施設入所・グループホームを含む） 21.6 25.0 14.1 22.9 27.6

施設や地域活動支援センター、就労支援などにおける生活の充実
【通所施設での日常生活の介助、社会生活ができるための訓練、
就労のための訓練】

36.6 50.0 35.2 35.4 34.5

移動支援（ガイドヘルプ）の充実
【外出時の付き添い】

14.9 6.3 11.3 18.8 19.0

居宅介護（ホームヘルプ）の充実
【自宅での日常生活の支援】

6.7 6.3 5.6 6.3 8.6

日中一時支援の充実
【施設等において日中を過ごせるサービス】

16.5 12.5 23.9 10.4 13.8

ショートステイ事業の充実
【施設等において短期間入所できるサービス】

11.9 12.5 12.7 12.5 10.3

車いす・補聴器など福祉機器の普及 4.1 6.3 4.2 4.2 3.4

自治会・ＮＰＯ・ボランティア・隣近所など地域社会とのつながり 6.7 6.3 8.5 4.2 6.9

自分の権利を守ってくれる（権利擁護）制度の普及 13.9 12.5 14.1 14.6 13.8

文化・スポーツ活動へ参加するための支援 8.8 - 12.7 8.3 5.2

福祉制度やサービスを利用するための相談支援体制の充実 25.3 31.3 33.8 22.9 15.5

特にない 18.6 6.3 16.9 16.7 25.9

その他 5.7 6.3 2.8 10.4 5.2

無回答 5.2 12.5 5.6 6.3 1.7
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サービスを利用して不満に思うことについてみると、障害者では「利用している

サービスはない」が約３割、「無回答」が約４割となっています。障害児では、「利

用したい日・時間に利用できない」「利用回数・時間などに制限がある」がそれぞ

れ約３割となっています。 

障害福祉事業所がサービスを提供できなかった理由についてみると、「希望され

た日（時間帯）に利用が集中し、対応できなかった」が約５割で最も多くなってい

ます。 

■サービスを利用して不満に思うことがあるか（MA）【障害者・障害児】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■利用者からの依頼に対して、サービス提供できなかった理由（MA）【障害福祉事業所】 

 

 

 

 

 

 

  

3.2 

4.0 

4.5 

7.9 

6.3 

1.9 

1.0 

2.8 

2.2 

1.4 

7.6 

5.1 

3.2 

29.8 

6.8 

39.5 

4.1

7.7

25.8

27.3

10.8

6.7

0.0

7.2

2.6

1.5

10.3

10.8

22.2

10.8

19.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

サービス内容が障害や特性にあっていない

身近なところでサービスを利用できない

利用したい日・時間に利用できない

利用回数・時間などに制限がある

利用料が高い

急な変更に応じてもらえない

事業所などの担当者の対応が良くない

事業所などの担当者の知識や経験が不足している

本人や家族の意向を尊重してもらえない

建物や設備が障害や特性に配慮されていない

サービス内容に関する情報が少ない

相談や手続きに時間がかかり面倒くさい

障害支援区分の認定に疑問がある

利用しているサービスはない

その他

無回答

障害者 n=1,001

障害児 n=194

52.0 

20.0 

28.0 

36.0 

8.0 

12.0 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

希望された日（時間帯）に利用が集中し、対応できなかった

希望された日（時間帯）に、事業所としてサービスが提供できなかった

（夜間、休日など）

事業所では対応できないケースだった（障害種別、障害程度などによる）

新規契約を受け入れる余裕がなかった（職員体制など）

利用目的がサービスの趣旨に合致しなかった

その他

無回答

(MA) n=25
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３ 障害のある人を取り巻く状況と課題の整理 

（１）住み慣れた地域で安心して生活できる環境の整備 

現状・課題 

○介助者の高齢化や親なき後に向けた支援が必要となっています。また、家族の負担

軽減としてサービスの利用促進や相談支援が必要です。 

○地域での生活において、在宅サービスの適切な利用や経済的負担の軽減、医療的ケ

アが受けられることが求められています。 

○事業所では職員の人材育成や専門職の確保が課題となっています。 

 

《主な課題のまとめ》 

障害のある人やその家族の意思を尊重しながら、地域において自分らしい生活

を継続できるよう、適切なサービス提供に向けたニーズの把握、人材の確保、サー

ビスの質の向上に関する取組が必要です。 

 

 

（２）ともに学び、安心して成長できる療育・教育の推進 

現状・課題 

 

○社会全体で支え合う共生社会を実現するために、子どもたちが障害の有無に関わ

らず、共に学び合い、理解することでお互いの社会性を育むことが重要です。 

○障害のある子どもが安心して就学、進学できるよう、関係機関が連携して切れ目の

ない支援体制を整備することが重要です。 

 

《主な課題のまとめ》 

療育・教育・福祉等の関係機関が連携し、ライフステージを通して切れ目のない

支援を行う体制づくりが必要です。また、インクルーシブ教育の推進に加え、子ど

もが安心して学校・園生活を送ることができるよう、教職員等の人材育成や人員確

保が求められます。 
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（３）自分らしく働き、活動できる社会づくり 

現状・課題 

○一般の職場で働きたいと考える人が多くなっており、一般就労に向けた支援や企

業への働きかけが必要です。 

○事業者が障害のある人の採用後の対応や具体的な配慮で困っていることとして、

本人に必要な配慮の把握・対応があげられています。 

○アンケート調査では、地域での活動に参加している人は約３割となっており、障害

の有無に関わらず参加できる活動の充実や、休日等に安心して過ごせる居場所づ

くりが必要です。 

 

《主な課題のまとめ》 

障害のある人が希望する働き方ができるよう、企業等への理解促進と多様な就

労機会の創出に向け取り組むことが必要です。また、職場における配慮や障害の特

性に応じた働き方が求められる中、職場における理解促進に加え、就労後の支援も

必要となります。 

障害者が地域の様々な活動に積極的に参加できるよう、外出支援の充実、余暇活

動などの場の提供や安心して過ごせる居場所づくり、情報発信などに取り組んで

いく必要があります。 

 

 

（４）互いに理解し合い、支え合うことができるまちづくり 

現状・課題 

○地域との関わりについて、アンケート調査では、手帳所持者・非所持者の５割近く

が「いざというときのためにも隣近所のつきあいを大切にしたい」と回答してお

り、普段の暮らしの中で、障害のある人の地域での交流機会を増やしていく必要が

あります。 

○アンケート調査では、障害や特性があることで差別を受けたり、嫌な思いをしたこ

とがあるかとの問いに、障害者で約２割、障害児で約５割が「よくある」、「ときど

きある」と回答しています。 

○共生社会や合理的配慮の考え方について周知・啓発を進め、障害のある人が社会に

出ていきやすい環境づくりが必要です。 
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《主な課題のまとめ》 

障害に対する正しい知識を広め、障害や障害のある人に対する市民の理解を深

めるとともに、障害のある人とない人が地域で交流する機会を通して、お互いに理

解し合えることが大切です。合理的配慮の提供やボランティア活動などを促進し、

社会参加しやすいまちづくりが必要です。 

 

 

（５）安心・安全な地域に向けた支援体制の強化 

現状・課題 

○生活に関することや将来に関する不安を解消するため、身近で相談支援を受けら

れる体制と相談機関のネットワーク強化が求められます。 

○アンケート調査では、日常生活に必要な情報提供について、障害者の約５割が「提

供されているが不十分」、「提供されていない」と回答しており、障害の特性に応じ

て、円滑にアクセスすることができる情報提供の充実が必要です。 

○災害時に一人で避難することが困難な人に対し、地域住民や関係機関等の連携に

よる支援体制の強化が求められます。 

○障害のある人本人の自己決定を尊重する観点から、成年後見制度の利用促進が重

要です。 

 

《主な課題のまとめ》 

障害のある人の特性に応じた情報提供・窓口対応の方法の検討や、合理的配慮に

基づいた情報アクセシビリティの確保が必要となっています。 

障害のある人を含む避難行動要支援者が、災害時等に安全に避難できるよう、個

別避難計画の作成や地域での日頃からの備えを進めることが重要です。 
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第３章 計画の基本理念と長期ビジョン 

 

１ 目標とする将来像（基本理念） 

本市では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有

するかけがえのない個人として尊重される」という障害者基本法の理念のもと、す

べての市民が分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあい、暮らすこ

とのできる共生社会の実現を目指し、本計画を推進します。 

共生社会の実現に向けては、障害のある人に対する差別をなくし、また、障害の

ある人の社会参加を阻む社会的障壁の除去とともに、生き方や暮らし方などあら

ゆる場面を自分の意思で決定し判断できるよう支援することが必要です。 

障害のある人が希望する地域生活や社会参加を実現するために、障害のある人

やその家族が安心して暮らすための基盤を整備するとともに、社会参加の機会を

確保し、情報アクセシビリティの向上と意思疎通を円滑にすることが求められま

す。 

また、これまで掲げてきた「ノーマライゼーション」「リハビリテーション」の

考えのもと、障害のある人が必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき、自ら

の能力を最大限発揮し自己実現のできるまちを目指します。 

 

 

障害のある人もない人もともに地域で生活する仲間としてお互いを尊重し、地

域の支えあいからつくっていく共生のまちづくりを目指して、『思いやり、支えあ

い、みんなでつくる共生のまち さんだ』を将来像として設定します。 

 

 

 

 

 

  

思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ 

～いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔～ 
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２ 障害者福祉における大切な視点 

今後の障害者福祉施策を進める上で、特に留意すべき視点として次の 2 点を掲

げます。 

 

○共生の視点 

障害のある人が地域社会から孤立しないよう、合理的な配慮のもと、必要とされ

る社会資源を確保していきます。 

また、障害のある人のニーズや特性等に応じた適切な支援を提供できるよう、サ

ービス事業所や関係機関、行政が相互に、より緊密な連携を図るとともに、市民一

人ひとりが地域でお互いを尊重し、共に支えあい、助けあう「共生」のまちづくり

を目指します。 

 

○自己決定の視点 

障害者福祉に関わる制度・サービスの利用については、障害のある人が自ら選

択・決定することが重要であり、自己決定するために必要な支援の充実に努めてい

きます。また、政策形成過程への当事者の主体的な参加についても推進していきま

す。 
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３ 施策体系 

 

 

 

 

生活支援の充実 

 （１）保健・医療体制の充実  

 （２）福祉サービスの充実 重点 

  （３）家族・介助者への支援  

    

健やかに成長できる 

環境の整備 

 （１）療育・教育体制の充実 重点 

 （２）切れ目のない支援の充実  

    

就労や社会参加への 

支援 

 （１）就労支援体制の充実 重点 

 （２）多様な働く場の確保  

  
（３）スポーツ・文化活動・学習活動等の 

展開 
重点 

  （４）意思疎通及び外出支援の充実  

    

共に生きるまちづくり

の推進 

 

（１）障害への理解促進 重点 

 （２）誰もが参加しやすい地域社会づくり  

  （３）地域福祉活動の推進・支援者の育成  

    

権利擁護と相談体制の

充実 

 
（１）情報提供・相談支援体制の充実 重点 

 （２）緊急時等の支援体制の整備  

  
（３）権利擁護・差別解消の推進と 

虐待防止 
 

基本目標 施策 

１ 

２ 

３ 

 

 

４ 

 

 

５ 

 

 

思いやり、支えあい、みんなでつくる共生のまち さんだ 
～ いっぽチャレンジ、もっとつながる、ずっと笑顔 ～ 

基本 

理念 
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①健康管理の推進 ②医療に係る経済的支援 

③地域医療等との連携体制の整備検討 

①障害福祉サービスの適切な提供 ②地域生活支援拠点の充実 ③生活の場の確保 

④生活安定のための支援 ⑤障害福祉サービス事業の人材育成・確保 

①家族の負担軽減 ②ヤングケアラーへの支援 

 

①障害の早期発見と療育体制 ②障害児通所支援 ③障害児療育センターの運営 

④多様な育ちの場の確保 ⑤インクルーシブ教育システムの構築 

①福祉教育の推進 ②成長過程に応じた連携体制の構築 

 

①障害者雇用に関する啓発・制度の周知 ②障害者就業支援センターの運営 

③各種実習先の確保と活用 ④市における障害者雇用 

①障害者就労施設の確保と支援 ②農福連携の推進 ③様々な分野での就業機会の確保 

①スポーツを通じたノーマライゼーションの推進 ②障害のある人のスポーツ活動の推進 

③障害のある人の文化活動の推進 ④生涯を通じた多様な学習活動の充実 

⑤障害者の自立と社会参加の促進 

①外出支援事業 ②福祉のまちづくりの推進 

③社会参加のためのコミュニケーション支援の充実 ④デジタル技術の利活用 

 

①手話言語条例に係る普及・啓発事業 ②市職員の障害に対する理解促進研修 

③市民への障害に対する理解促進、広報・啓発 ④当事者や障害福祉関連施設、市民団体等による啓発活動 

⑤障害のある人に対する合理的配慮の周知・啓発 

①支えあえる地域づくり ②障害の特性に応じた合理的配慮の提供の推進 

①地域福祉活動の担い手育成 ②地域福祉活動への支援 

 

①障害者総合相談窓口「きいてネット」の運営 ②サービス等利用計画相談支援事業 

③地域自立支援協議会の開催 ④情報アクセシビリティの向上 

①避難行動要支援者支援制度の推進 ②障害の特性に応じた緊急時の対応検討 

③避難確保計画の策定等の支援 

①権利擁護、成年後見支援の実施 ②障害者差別解消に係る取組 

③障害者虐待防止に係る取組 
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第４章 推進施策 

基本目標１ 生活支援の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 
▼ 成果指標 

指標名 
現状 

（令和 4年度） 
目標 

（令和 11年度） 

共同生活援助（グループホーム）の利用者数 67人/月 97 人/月 

日中一時支援事業、短期入所（ショートステイ）の

利用者数 

日中一時：44 人/月 

短期入所：52 人/月 

日中一時：73 人/月 

短期入所：88 人/月 

 

（１）保健・医療体制の充実 

《現状と課題》 

○生活習慣病予防のための健康診査の必要性を周知し、受診を促すとともに、生活習

慣の改善が必要な人への健康相談、健康教育などを行っています。また、集団健診

WEB 予約システムの導入等により、対象者が受診しやすい環境の整備に取り組んで

います。 

○重度障害者等の医療費や障害の除去または軽減のための手術等に係る医療費の一部

助成など、安心して医療を受けられる体制の整備を進めています。 

○重症心身障害児や医療的ケア児など、医療を必要とする子どもが身近で治療を受け

られる環境が求められています。 

○精神障害者支援センターや保健所、相談支援専門員、ケースワーカー等による地域

移行連絡会において、地域移行に向けた取組について協議を行っています。今後は、

地域移行・地域定着に向けた包括的な支援体制の構築が求められています。 

  

障害のある人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

よう、また障害のある人が希望する地域生活を送ることができるよう、日常的な生

活支援サービスの充実や生活の場の確保、保健・医療体制の充実など暮らしにおけ

る様々な支援を進めるとともに、家族等への支援に努めます。 
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《施策の方向性》 

障害のある人が健康に暮らし続けられるよう、障害やその原因の一つである疾

病の発生予防、早期発見・早期治療を図るとともに、障害の特性に応じた適切な医

療を受けることができる体制づくりに努めます。 

保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、精神障害にも対応した包括的

な支援体制の構築に向けた検討を進めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 健康管理の推進 

障害の原因となりうる生活習慣病の予防・早期発

見・早期治療のため、各種健康診査、健康相談、健康

教育などの保健事業を充実させ、市民の心身の健康

づくりの支援を行います。 

健康増進課 

② 
医 療 に 係 る 経 済

的支援 

障害の軽減、回復、治療などに要した費用の一部

を公費負担する自立支援医療等を円滑に実施しま

す。 

障害福祉課 

国保医療課 

③ 

地 域 医 療 等 と の

連 携 体 制 の 整 備

検討 

保健・医療・福祉関係者による協議の場を通じて、

障害のある人の地域移行、地域定着に向けた支援体

制の構築について検討を進めます。 

障害福祉課 
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（２）福祉サービスの充実 

《現状と課題》 

○既存事業所との連携や支援などによりサービスの円滑な実施と質の確保に努めてき

ましたが、アンケート調査では利用者からの依頼に対して事業所がサービスを提供

できなかった状況もうかがえます。 

○アンケート調査からは、障害種別によってサービス利用におけるニーズが異なるこ

とが明らかになっており、障害のある人の自己決定を尊重するとともに、障害者や

家庭の状況等に応じた支援等が行われることが重要となります。 

○地域生活拠点等の５つの機能のうち、「相談」「緊急時の受け入れ・対応」について面

的整備を行っており、残りの３つの機能「体験の機会・場」「専門的人材の確保・養

成」「地域の体制づくり」についても引き続き整備を図る必要があります。 

○グループホームの利用促進や家賃の一部助成により、入所施設の利用者や長期入院

患者が地域生活へ円滑に移行できるよう支援を行っています。 

○福祉人材の不⾜が課題となっており、安定的なサービス提供体制を確保するための

人材確保と人材育成が求められています。 

○今後も障害者の重度化・高齢化、親なき後に備え、当事者やその家族の不安を解消

し、地域生活の基盤を確保するためのサービス提供体制の整備や地域の連携体制の

強化を図る必要があります。 

 

《施策の方向性》 

障害のある人が自ら望む生活のあり方を選択できるよう、利用者ニーズの把握

とともに、多様化するニーズに対応したサービスの確保に努め、事業所等と連携し

たサービス基盤の整備を進めます。また、地域での自立した暮らしへの支援として、

グループホーム等の整備促進に向けた取組、地域での生活を安心して継続できる

よう、生活基盤施設等の充実を図ります。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 
障 害 福 祉 サ ー ビ

スの適切な提供 

障害の種別や特性に応じて自立した生活を送るこ

とができるよう、必要に応じて関係課と連絡・調整

し、本人の状況の把握を適切に行った上で、適正な

支給決定、サービスの提供を行います。 

障害福祉課 

介護保険課 

② 
地 域 生 活 支 援 拠

点の充実 

専門的な相談支援、緊急における対応を行うとと

もに、地域自立支援協議会において、運用状況の検

証・検討を行い、面的体制整備の充実に取り組みま

す。 

障害福祉課 
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 取組 内容 担当課等 

③ 生活の場の確保 

グループホームなど生活の場の確保に努めるとと

もに、入所施設の利用者や長期入院者が地域生活へ

円滑に移行できるよう、情報提供や相談支援を行い

ます。 

障害福祉課 

介護保険課 

いきいき高齢者支援課 

都市政策課 

④ 
生 活 安 定 の た め

の支援 

障害のある人が地域で安定的に生活できるよう、

各種手当や助成制度により、障害のある人やその家

族の経済的負担の軽減を図ります。また、制度の周

知に取り組みます。 

障害福祉課 

市民課 

子ども家庭課 

教育支援課 

⑤ 

障 害 福 祉 サ ー ビ

ス 事 業 の 人 材 育

成・確保 

関係機関との連携のもと、研修会や事例検討会の

実施などにより、事業所の人材育成・確保や資質向

上に取り組むとともに、新規事業所の人材育成など

バックアップ体制の強化に努めます。 

障害福祉課 
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（３）家族・介助者への支援 

《現状と課題》 

○アンケート調査では、外出するときに介助や支援を必要とする人の割合が多くなっ

ています。また、主な介助者の年齢は 60 歳以上が半数となっており、介助者の高齢

化による心身への負担の増加や介護力の低下、老老介護への対応が課題となってい

ます。 

○家族介護者が負担を抱え込んでしまわないよう、休息できる時間や身近な場所で気

軽に相談できる場が求められています。 

 

《施策の方向性》 

介助者の高齢化など、家族介助者の多様な背景や支援ニーズを考慮し、障害のあ

る人やその家族が安心して生活できるよう、緊急時における迅速な対応や将来に

向けた体制整備により、介助者の負担軽減と、障害のある人とその家族を地域全体

で支える体制の強化に努めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 家族の負担軽減 

短期入所や日中一時支援、生活介護等の利用促進に

よる、家族介護者のレスパイトケアなど、負担軽減を

図ります。また、家族会への参加支援やピアサポート

などの当事者等による相談活動の充実を図ります。 

障害福祉課 

② 
ヤ ン グ ケ ア ラ ー

への支援 

障害のある家族の世話をするヤングケアラーの負

担を軽減し、必要な福祉サービスにつなげるための相

談体制を整備するとともに、関係機関と連携して支援

の充実を図ります。 

障害福祉課 

子ども家庭課 

地域福祉課 
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基本目標２ 健やかに成長できる環境の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 成果指標 

指標名 
現状 

（令和 4年度） 
目標 

（令和 11年度） 

児童発達支援、放課後等デイサービスの支給決定人数

（年度末） 
505 人/月 710 人/月 

特別支援教育研修講座受講者数（延べ人数） 270 人 300 人 

 

（１）療育・教育体制の充実 

《現状と課題》 

○妊娠期から子育て期における包括的な相談支援等を行う子ども家庭センターの設置

等により、ワンストップで受けられる相談体制の充実を図っており、一人ひとりに

寄り添った必要な支援に速やかにつなげられる体制の強化に努めています。 

○アンケート調査では、サービスが利用したい日・時間に利用できない、利用回数等に

制限があることが課題としてあがっており、それらの改善に向けた取組が必要とな

っています。 

○保育所・幼稚園において加配保育士の配置や専門員を派遣することで、特別な配慮

を必要とする子どもの円滑な受け入れに努めています。 

○アンケート調査では、学校・園生活で必要なこととして「先生の理解」が多くなって

おり、教職員への研修等、障害への理解促進が必要です。 

○特別支援教育サポートセンターでの特別支援教育に関する相談の充実、ならびに特

別支援教育研修の充実を図っており、今後は相談体制と指導・支援体制のさらなる

整備を進めていく必要があります。 

  

障害のある子どもや発達に課題のある子どもがライフステージに応じた切れ目の

ない支援を受けられるよう、地域や関係機関との連携を強化します。また、一人ひと

りがお互いを尊重し合い、すべての子どもがのびのびと成長できる社会を目指し、

障害のある子どもとない子どもが共に学ぶ、インクルーシブ教育の理念をふまえ、

学校・園における特別支援教育の充実や障害への理解促進に取り組みます。 
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《施策の方向性》 

障害のある子どもや支援を必要とする子どもが、地域で健やかに成長できるよ

う、相談体制や各種支援、一人ひとりの障害や特性に応じた療育・教育を進めます。 

また、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築のために、学

校・園等で適切な指導や必要な支援、配慮を受けられるような体制整備と理解の促

進に努めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 
障 害 の 早 期 発 見

と療育体制 

母子保健事業の充実に努めるとともに、乳幼児健診

や相談などで発見された発育発達上の課題のある子

どもや保護者に対し適切な支援が行えるよう、関係機

関と連携し相談・支援体制の充実を図ります。 

障害福祉課 

すくすく子育て課 

子ども家庭課 

② 障害児通所支援 

児童発達支援や放課後等デイサービス等について、

利用ニーズの把握と適切なサービス提供に努めます。

また、日常生活における基本的な動作の指導、集団生

活への適応訓練などを施設への通所により行います。 

障害福祉課 

③ 
障 害 児 療 育 セ ン

ターの運営 

専門機能を活かした相談や子ども一人ひとりの能

力を引き出すための療育訓練を行うとともに、教育機

関、相談支援事業所等と連携し、障害のある子どもや

その家族が地域で孤立しないよう支援します。 

障害福祉課 

④ 
多 様 な 育 ち の 場

の確保 

保育・教育に特別な配慮を必要とする子どもが、身

近な地域の中で保育所・幼稚園等に通うことができる

よう受け入れ体制の充実を図ります。 

健やか育成課 

保育振興課 

幼児教育振興課 

⑤ 

イ ン ク ル ー シ ブ

教 育 シ ス テ ム の

構築 

障害のある子どもについて教職員の正しい理解を

深め、一人ひとりの教育課題に的確に対応し個々の可

能性を最大限に発揮できるような教育を推進すると

ともに、相談・研修体制の充実により、共に学ぶ環境

や仕組み（インクルーシブ教育システム）の整備を図

ります。 

教育総務課 

教育支援課 
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（２）切れ目のない支援の充実 

《現状と課題》 

○アンケート調査では、障害児の半数以上が就学・進学、仕事・就職など将来への不安

を抱えていることがうかがえ、就学や進学等による引継ぎが円滑に行われるよう、

関係機関の連携による切れ目のない支援体制の構築が求められています。 

○学校を卒業した後も支援が途切れることがないよう、地域においても障害のある人

に対する理解を深める継続的な福祉教育の推進を図る必要があります。 

 

《施策の方向性》 

障害のある子どもが、ライフステージを通して、切れ目のない一貫した支援が受

けられるよう、学校や地域、福祉などの関係機関等の連携により支援体制の構築を

図ります。また、障害のある子どもやその家族が地域で孤立しないよう、地域全体

で支える基盤づくりを進めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 福祉教育の推進 

学校や園において、障害や障害のある人への正しい

理解の促進など福祉教育に関する学習を進めていく

とともに、地域における継続的な学習機会の充実に努

め、共生社会の基盤づくりを進めます。 

障害福祉課 

幼児教育振興課 

学校教育課 

② 

成 長 過 程 に 応 じ

た 連 携 体 制 の 構

築 

乳幼児期からの育ちの過程を就学先・就業先等の関

係機関と情報共有し、福祉・保健・教育と地域等が連

携してライフステージに応じた切れ目のない支援を

行います。また、地域で安心して活動できる余暇活動

の場や居場所づくりの充実に努めます。 

障害福祉課 

すくすく子育て課 

保育振興課 

幼児教育振興課 

教育支援課 
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基本目標３ 就労や社会参加への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 成果指標 

指標名 
現状 

（令和 4年度） 
目標 

（令和 11年度） 

市役所における障害者実雇用率 2.7％ 3.0％ 

優先調達件数、金額 
20 件 

7,708 千円 

25 件 

10,000 千円 

休みの日などに趣味やスポーツ活動などに参加す

る人の割合（18 歳以上の障害のある人） 
19.8％ 25.0％ 

 

（１）就労支援体制の充実 

《現状と課題》 

○障害者就業支援センターにおいて、ハローワーク等関係機関と連携しながら、就業

支援、就職後のフォロー、離職後のケア、就労継続のための相談事業を実施していま

す。引き続き、教育機関や事業所等と連携し、障害の種類や特性に応じて本人が働き

方を選択できるよう、きめ細かな相談支援等が必要となります。 

○アンケート調査では、障害のある人を採用する際、本人に必要な配慮の把握・対応が

課題としてあげられています。就労の場を確保するためには、職場での工夫や障害

への正しい理解と配慮が必要な面もあり、企業等に対する啓発や講習などを通じて

障害のある人が適性と能力に応じて就業できる環境が求められています。 

  

障害のある人がその適性に応じて能力を十分に発揮することができるよう、多様

な就労機会の確保に努めます。一人ひとりの状況や希望に応じた働き方ができるよ

う、事業者等への合理的配慮の普及・拡大、就労後の定着に向けた支援等を推進し

ます。 

また、障害の有無に関わらず、社会活動に参画し生きがいのある豊かな暮らしを

送ることができるよう、文化・芸術活動、スポーツ活動等の機会の充実に努めます。

さらに、障害のある人が円滑に意思表示やコミュニケーションを行うことができる

よう、意思疎通支援の充実を図ります。 
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《施策の方向性》 

住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう、本人の適性や希望に

応じた就労に関する情報提供や相談支援の充実を図るとともに、一般企業などへ

の就職後も安心して働き続けられるためのサポートの充実に努めます。また、職場

における障害理解の浸透を図り、働きやすい職場環境の整備を進めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 

障 害 者 雇 用 に 関

する啓発・制度の

周知 

障害のある人の雇用の促進と障害のある人が働き

やすい職場づくりを進めるため、市民や事業所などに

対する普及・啓発活動などを推進します。 

障害福祉課 

産業政策課 

② 
障 害 者 就 業 支 援

センターの運営 

働く意欲を持つ障害のある人に対し、就業支援、就

職後のフォロー、離職後のケア、就労継続のための相

談などについて、関係機関と連携して支援します。 

障害福祉課 

③ 
各 種 実 習 先 の 確

保と活用 

障害のある人が様々な社会経験や就業体験を得る

ため、関係機関等の連携・協力により多様な実習先を

確保し活用を図ります。 

障害福祉課 

④ 
市 に お け る 障 害

者雇用 

障害のある人が障害のない人と同様にその能力を

発揮し、特性に応じた職業に就くことができるよう、

職場環境の整備を図ります。 

人事課 
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（２）多様な働く場の確保 

《現状と課題》 

○障害者就労施設等からの優先調達について、物品等の調達を全庁一体となって効果

的に推進していくため、物品等調達方針を策定し円滑な実施に努めています。今後、

新たな販売ツールの開拓など販路の拡大に向けた取組が求められています。 

○障害者ワークチャレンジ事業において、市役所本庁舎内での障害者授産製品等の販

売をはじめとする実習の場を設けています。 

○様々な場面での就労機会の確保に向けた取組を進めていますが、既存の福祉的就労

の枠組みにとらわれない、本人の適性に応じた働く場のさらなる拡充が求められて

います。 

○地域社会共生フェスティバルを開催し、障害のある子どもたちの学校卒業後の生活

を見据えた情報発信を行い、進路指導の充実を図っています。 

○アンケート調査では、職場の紹介を求める声が多くなっており、特に精神障害のあ

る人の就労意向の高さがうかがえるため、様々な就労機会を確保し、就労につなげ

ていく支援の充実が求められています。 

 

《施策の方向性》 

一般企業などへの就職が困難な人を対象とした福祉的就労をはじめ、多様な就

労機会の確保を図るとともに、障害のある人が生産的な活動を通じて社会参加で

きるよう働く場の確保を進めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 
障 害 者 就 労 施 設

の確保と支援 

就労継続支援事業所等、福祉的就労の場の充実を図

るとともに、障害者就労施設等からの物品等調達方針

に基づき、障害者就労事業所等からの物品調達の拡大

に取り組みます。 

障害福祉課 

② 農福連携の推進 

障害のある人が農業分野で就労することで、農業経

営の安定に寄与するとともに、障害のある人の就労機

会や活躍の場の拡大を図り、自信や生きがいを持って

社会参加ができるよう取組を推進します。 

障害福祉課 

農業創造課 

③ 
様 々 な 分 野 で の

就業機会の確保 

障害のある人の雇用が可能な職種・業務の掘り起こ

しや障害の特性に合った多様な働き方を推進します。

また、庁内の軽易な業務依頼や、市庁舎内でのアンテ

ナショップ運営を支援します。 

障害福祉課 
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（３）スポーツ・文化活動・学習活動等の展開 

《現状と課題》 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、集会や活動の機会が著しく減少し、スポ

ーツ等のイベント実施が困難な状況であったため、今後の活動再開を受け、継続的

な取組や、スポーツ等を通した障害のある人と障害のない人の交流を促進すること

が大切です。 

○三田市民文化祭、障害者交流サロン等について、日頃の成果を発表する場を設けた

り、視覚障害者向け教養講座では当事者の意見を取り入れたプログラムづくりを行

っています。 

○障害のある人も含めすべての市民を対象にした、さんだファミリースポーツカーニ

バル＆市民チャレンジデーを実施し、障害者スポーツの体験などを通じてスポーツ

の楽しさを実感するとともに、すべての人が障害への理解を深め、障害のある人の

社会参加を推進しています。 

○図書館において障害に応じた資料提供を行っており、図書館サービスの周知のほか、

利用促進を図る必要があります。 

○アンケート調査では、地域で行われている行事や活動について「参加したいと思う

ものはない」と回答した人が多くなっており、様々な社会参加の機会を創出し、参加

意欲につなげることが必要です。 

 

《施策の方向性》 

障害の有無に関わらず、誰もが文化芸術活動やスポーツ活動などを通じて社会

に参加し、生きがいづくりに取り組めるよう、障害のある人が気軽に参加できるス

ポーツ・文化活動、生涯学習の機会の提供を推進します。 
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▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 

スポーツを通じた

ノーマライゼーシ

ョンの推進 

障害のある人と障害のない人の交流を深め、すべ

ての人が一緒に楽しめる身近なスポーツ活動の推進

を図ります。 

障害福祉課 

文化スポーツ課 

② 
障害のある人のス

ポーツ活動の推進 

障害のある人の利用に配慮したスポーツ施設・公

園などの整備改善に努めるとともに、各スポーツ・レ

クリエーション大会への参加促進、活動を支える指

導者の育成を支援します。 

障害福祉課 

文化スポーツ課 

公園みどり課 

③ 
障害のある人の文

化活動の推進 

障害のある人の文化活動の振興に向けて、指導者

などの人材の確保・育成、活動機会や発表の場の充実

を進めます。 

障害福祉課 

文化スポーツ課 

④ 
生涯を通じた多様

な学習活動の充実 

障害のある人の各ライフステージにおける学びを

支援するため、生涯学習など様々な学びの場の充実

を図ります。また、点字図書・録音図書の貸出や電子

図書サービスの提供など読書環境の整備を進めま

す。 

障害福祉課 

文化スポーツ課 

⑤ 
障害者の自立と社

会参加の促進 

障害のある人が自らの決定に基づき、社会の様々

な活動に主体的に参加し活躍できる機会や環境づく

りを推進します。 

障害福祉課 
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（４）意思疎通及び外出支援の充実 

《現状と課題》 

○手話通訳者や要約筆記者の派遣によるコミュニケーション支援を行っており、合理

的配慮の考え方の普及から、イベント等での派遣要請が増加しています。 

○重度障害者（児）外出支援事業により、障害者の外出支援を行っていますが、アンケ

ート調査では外出するために必要なこととして交通費の補助との回答が多くなって

おり、事業の継続的な実施が求められています。 

○一部の地域において地域内交通を導入し、公共交通空白地域における障害者等の日

常生活に必要な移動手段の確保を図っています。 

○市内公共施設のバリアフリー設備の設置情報を市ホームページに掲載し、情報発信

を行っています。 

 

《施策の方向性》 

障害のある人の社会参加等を促進するため、外出時の移動支援を充実するとと

もに、手話通訳者や要約筆記者の派遣など、意思疎通支援の充実を図ります。また、

市内公共施設等のバリアフリー化を推進します。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 外出支援事業 

介護タクシーの運行やタクシー利用助成券の交付、

移動支援サービスの充実等により、移動に介助を必要

とする人の社会参加を支援します。 

障害福祉課 

交通まちづくり課 

② 
福 祉 の ま ち づ く

りの推進 

「福祉のまちづくり」に関する市民・事業者の理解

を促進するとともに、関係法令に基づき、学校など公

共施設のバリアフリー化を推進します。 

障害福祉課 

公共施設マネジ

メント推進課 

審査指導課 

各施設所管課 

③ 

社 会 参 加 の た め

の コ ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 支 援 の 充

実 

各種イベントや行事について、障害のある人が安心

して参加できるよう、手話通訳者・要約筆記者の派遣

等、障害特性に応じたコミュニケーション支援の充実

を図ります。 

障害福祉課 

④ 
デ ジ タ ル 技 術 の

利活用 

インターネットやアプリ等を活用したオンライン

相談や遠隔手話通訳等を推進するほか、デジタル技術

の利活用による社会参加を促進します。 

障害福祉課 
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基本目標４ 共に生きるまちづくりの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 成果指標 

指標名 
現状 

（令和 4年度） 
目標 

（令和 11年度） 

「障害のある人への対応や理解が⾜りている」と答

える障害のある人の割合 

18 歳以上：37.5％ 

18 歳未満：40.2％ 

18 歳以上：70.0％ 

18 歳未満：70.0％ 

地域で行われた行事や活動への参加割合（18 歳以

上の障害のある人） 
31.2％ 50.0％ 

ヘルプマークの新規交付件数 231 件 260 件 

 

（１）障害への理解促進 

《現状と課題》 

○手話施策推進協議会を定期的に開催し、聴覚障害者にかかる意思疎通支援に関する

事項の協議、検証を行っています。また、広報誌や市ホームページにより手話に関す

る周知・啓発を行っています。 

○職員が障害に関する理解を深めるため、各種研修を開催しています。 

○三田市障害者共生条例についての冊子作成や、ホームページにおいて障害のある人

への配慮の取組事例を掲載するなど、合理的配慮の周知・啓発を行っていますが、ア

ンケート調査では手帳非所持者の合理的配慮の認知度は低くなっています。 

○アンケート調査では、障害のある人への対応や理解について、⾜りないと思うとの

回答が多くなっており、障害への理解促進を進める必要があります。 

 

《施策の方向性》 

障害の有無に関わらず、誰もがお互いを尊重し合い、理解しながら共に生きてい

く共生社会の実現のために、障害や障害のある人に対する知識を深めるための広

報・啓発や研修機会の充実に努めます。  

すべての市民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個

性を尊重し合う共生社会の実現に向け、あらゆる場面において障害を理由とする差

別を解消するための取組を進めます。障害の特性や障害のある人に対する理解や関

心を高めるために、地域におけるふれあいや交流の機会を充実させるとともに、周

知・啓発に努めます。また、合理的配慮の普及・拡大により、障害のある人が安心

して社会に出ていくことのできる環境づくりに取り組みます。 
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▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 

手 話 言 語 条 例 に

係る普及・啓発事

業 

「三田市みんなの手話言語条例」に基づき、聴覚障

害のある人への理解や手話の普及・啓発を推進しま

す。また、手話通訳者・要約筆記者の養成・確保を進

めます。 

障害福祉課 

② 

市 職 員 の 障 害 に

対 す る 理 解 促 進

研修 

市職員等に対し、障害や障害のある人への正しい理

解や合理的配慮についての研修を実施します。 

人事課 

保育振興課 

幼児教育振興課 

③ 

市 民 へ の 障 害 に

対する理解促進、

広報・啓発 

障害のある人への偏見や差別を解消し、正しい理解

と認識を深めることができるよう、多様な機会を通じ

て広報・啓発活動を推進します。 

障害福祉課 

人権共生推進課 

④ 

当 事 者 や 障 害 福

祉関連施設、市民

団 体 等 に よ る 啓

発活動 

当事者をはじめとした市民、事業者、関係団体等が

主体的に実施する理解啓発活動を支援します。 
障害福祉課 

⑤ 

障 害 の あ る 人 に

対 す る 合 理 的 配

慮の周知・啓発 

障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づ

き、障害のある人に対する合理的配慮について、市民

や事業者などに広く周知・啓発を行います。 

障害福祉課 

産業政策課 
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（２）誰もが参加しやすい地域社会づくり 

《現状と課題》 

○アンケート調査では、地域との関わりについて、地域の人と関わりや繋がりを持ち

たいとは思わない人が増加している一方、いざというときのためにも隣近所のつき

あいを大切にしたいと考える人は依然として多くなっているため、日頃からの交流

により地域で助け合える関係づくりが重要です。 

○平成 30 年に把握した障害者虐待事案を受けて策定した「共生社会推進プログラム」

で掲げる取組内容を継承し、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進める必要があ

ります。 

○ヘルプマーク・カードは、電子申請による申請が可能となり、配布件数が増加してい

ます。 

○障害者差別解消法の改正により民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられる

ため、合理的配慮のさらなる啓発と推進を図り、社会参加を制約する社会的障壁を

取り除くことが重要です。 

 

《施策の方向性》 

障害のある人と障害のない人が共に暮らし、学び、働く共生社会の実現に向け、

障害のある人、行政機関、事業者、地域住民などが協力して、すべての人が参加し

やすい地域社会づくりに取り組みます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 
支 え あ え る 地 域

づくり 

地域でのイベント等を通じた交流により日常的に

顔の見える関係を築くなど、地域における見守りや支

えあいを促進することで、障害のある人が孤立するこ

となく安心して暮らせる地域づくりを目指します。 

障害福祉課 

危機管理課 

② 

障 害 の 特 性 に 応

じ た 合 理 的 配 慮

の提供の推進 

市役所や学校をはじめ、事業所等において各々が可

能な範囲で障害の特性に応じた支援又は必要な配慮

を行う「合理的配慮」の提供を推進します。 

障害福祉課 

人事課 

教育総務課 

教育支援課 
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（３）地域福祉活動の推進・支援者の育成 

《現状と課題》 

○ふれあい活動推進協議会において、外出支援や居場所づくりなどの生活支援を行う

団体が地域ボランティアとして立ち上がるなど、各地区で特色ある活動が展開され

ています。 

○民生委員・児童委員は、三田市社会福祉協議会やふれあい活動推進協議会など各種

団体と連携・協力しながら活動を展開していますが、欠員となっている区域があり、

担い手不⾜解消の取組が求められています。 

○ボランティア活動センターにおいて、次世代の活動者育成や専門職の人材発掘、ま

た、共生社会の実現を目指し、循環型福祉学習や当事者活動の推進に取り組んでい

ます。 

 

《施策の方向性》 

障害者福祉に関わるボランティアや当事者団体について、活動に対する市民の

理解を深めながら、その活動支援に努めるとともに、多様な主体による障害のある

人を支援するための取組を促進します。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 
地 域 福 祉 活 動 の

担い手育成 

個人や地域の各種団体、ボランティア団体、社会福

祉協議会等が行う地域福祉活動のすそ野を広げてい

くため、活動の紹介や体験などを通じて福祉に興味を

持ち、担い手として活躍する人材の育成に努めます。 

障害福祉課 

危機管理課 

協働推進課 

地域福祉課 

② 
地 域 福 祉 活 動 へ

の支援 

障害のある人への支援を目的とした活動をはじめ、

多様な分野におけるボランティアや地域福祉活動を

行う団体等の運営支援や周知を行うことで、活動の継

続や活性化を支援します。 

障害福祉課 

地域福祉課 
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基本目標５ 権利擁護と相談体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 成果指標 

指標名 
現状 

（令和 4年度） 
目標 

（令和 11年度） 

「どこに相談したらいいかわからない」と答える

障害のある人の割合 

18 歳以上：18.8％ 

18 歳未満：18.4％ 

18 歳以上：15.0％ 

18 歳未満：15.0％ 

権利擁護・成年後見支援センターの新規相談受付

件数 
144 件 165 件 

「障害や特性があることで差別を受けたり嫌な思

いをしたことがある」と答える障害のある人の割

合 

18 歳以上：59.9％ 

18 歳未満：81.5％ 

18 歳以上：50.0％ 

18 歳未満：60.0％ 

 

（１）情報提供・相談支援体制の充実 

《現状と課題》 

○障害者総合相談窓口「きいてネット」を開設し、相談支援体制の強化を図っていま

す。また、相談支援専門員の確保が課題となっています。 

○三田市地域自立支援協議会の部会において多様化する課題への対応に努めています。

また、各連絡会の開催により、事業者間の情報共有、連携強化を図っており、今後は

議論の内容を施策に反映させるしくみが必要となります。 

○アンケート調査では、困ったことや心配なことをどこに相談したらいいか分からな

いと回答した人が多く、相談窓口の周知・啓発が求められています。 

○アンケート調査では、日常生活に必要な情報が不十分または提供されていないと回

答した人は依然として多くなっており、必要とする人が必要なときに情報を得られ

る環境づくりが重要です。 

  

障害のある人やその家族の多様なニーズに対応できるよう、関係機関と連携し、

相談支援体制の充実や情報提供の充実を図ります。また、親なき後も見据えた成年

後見制度の利用促進、地域における防災対策、虐待防止の取組を進め、障害の有無に

関わらず安心・安全に過ごせるまちづくりを推進します。 
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《施策の方向性》 

障害者総合相談窓口「きいてネット」を中心として、障害のある人の自立した生

活を支援していくため、多様化する相談に対応できる相談支援体制の構築に努め

ます。また、障害のある人が地域で生活していく上で必要な情報に、円滑にアクセ

スすることができるよう、情報提供の充実と障害特性を踏まえた適切な情報提供

に努め、情報アクセシビリティの確保及び向上に努めます。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 

障害者総合相談

窓口「きいてネッ

ト」の運営 

障害のある人やその家族、支援者などが身近な場

所で相談できる総合相談窓口「きいてネット」を運営

し、専門の相談支援員により、総合的・専門的な相談

支援を行います。また、虐待防止への対応や相談支援

事業所への専門的な指導を行うなど、支援体制の総

合的な強化を図ります。 

障害福祉課 

② 

サービス等利用

計画相談支援事

業 

障害のある人が自らの意思に基づいて効果的かつ

適切なサービスが利用できるよう、サービス等利用

計画の作成や情報提供、相談支援を行います。 

障害福祉課 

③ 
地域自立支援協

議会の開催 

障害のある人や家族などを支えるための仕組みづ

くりの協議・検討・調整などを進める機関として、地

域自立支援協議会の開催と内容の充実を図ります。 

障害福祉課 

④ 
情報アクセシビ

リティの向上 

障害に起因する情報へのアクセスの格差を解消

し、音声による情報提供など障害特性に応じた情報

の提供や活用を促進します。 

障害福祉課 

秘書広報課 
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（２）緊急時等の支援体制の整備 

《現状と課題》 

○避難行動要支援者支援制度について、地域団体や関係機関等との協定はすべて締結

されています。今後は、要支援者一人ひとりに応じた避難場所や避難支援者、避難方

法等を定めた個別避難計画の作成をさらに進めていく必要があります。 

○新型コロナウイルス感染症の拡大により、日常生活や福祉サービスの利用等に大き

な影響が出たことから、感染症拡大等を想定した緊急時の対応が求められます。 

○洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者施設での避難確保計画はすべて

策定済です。新たな対象施設への計画策定の働きかけや、各施設での避難訓練など

により緊急時の避難体制の整備を進めています。 

 

《施策の方向性》 

地震や豪雨等災害の各地での発生、新型コロナウイルス感染症拡大などにより

緊急時への意識や不安が高まる中、障害のある人が地域で安全・安心に生活できる

よう、緊急時における情報の伝達、避難誘導の適切な実施に向け、避難行動要支援

者の把握に努めるとともに、情報伝達体制の強化に取り組みます。また、災害時に

適切な行動がとれるよう、防災知識の普及に取り組むとともに、障害のある人が参

加した避難訓練の実施、福祉避難所の体制整備等、地域全体での防災対策に努めま

す。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

①  

避 難 行 動 要 支 援

者 支 援 制 度 の 推

進 

災害時に自力で避難できない避難行動要支援者の

把握を行うとともに、地域団体や福祉専門職との連

携・協力により、個別避難計画の作成を進め、要支援

者の避難支援体制を整備します。 

危機管理課 

② 

障 害 の 特 性 に 応

じ た 緊 急 時 の 対

応検討 

障害のある人に配慮した災害情報や緊急情報の伝

達手段を確保します。また、障害のある人に配慮した

避難所の整備、備蓄品の充実など、被災後の生活支援

体制の充実を図ります。 

障害福祉課 

危機管理課 

③ 
避 難 確 保 計 画 の

策定等の支援 

洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮

者施設の管理者等は、避難確保計画の策定や避難訓練

の実施等が義務付けられているため、新たな対象施設

への計画策定に向けた働きかけや避難訓練の実施な

どを支援します。 

障害福祉課 

危機管理課 
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（３）権利擁護・差別解消の推進と虐待防止 

《現状と課題》 

○三田市総合福祉保健センター内に権利擁護・成年後見支援センター、障害者基幹相

談支援センターが設置されており、障害者の権利擁護や成年後見制度などの支援を

行っていますが、さらなる周知・啓発を進める必要があります。 

○くらしの人権相談窓口では電話や面談により相談を受け付け、関係各課や人権擁護

委員と連携しながら、多様な相談に対応する必要があります。 

○アンケート調査では、障害があることで差別を受けたり嫌な思いをしたことがある

人の割合が多く、差別解消に向けたさらなる取組が必要となっています。 

○虐待通報への対応、虐待に関する理解啓発については、障害者基幹相談支援センタ

ーと連携して実施しており、迅速かつ適切な判断が可能となるよう、ノウハウを組

織で共有することが必要となります。 

○障害福祉サービスを受けていない人が取り残されることのないよう、訪問支援事業

を進める必要があります。 

 

《施策の方向性》 

障害のある人の尊厳を守るため、障害者差別解消法の周知や虐待の防止、早期発

見、早期対応に向けた関係機関との連携を進めるほか、成年後見制度や日常生活自

立支援事業の利用促進や、後見報酬費用の助成等、障害のある人の権利擁護対策を

充実します。 

 

▼ 主な事業項目 
 取組 内容 担当課等 

① 
権利擁護、成年後

見支援の実施 

判断能力が十分でない人の権利を守るため、成年

後見制度や日常生活自立支援事業について、様々な

媒体を通じて普及に努めるとともに、制度の利用促

進を図ります。 

障害福祉課 

地域福祉課 

いきいき高齢者支援課 

② 
障 害 者 差 別 解 消

に係る取組 

障害者差別解消法、三田市障害者共生条例に基づ

き、相談支援や障害者差別解消支援地域協議会を開

催し、差別解消にかかる取組を推進します。 

障害福祉課 

産業政策課 

人権共生推進課 

学校教育課 

③ 
障 害 者 虐 待 防 止

に係る取組 

障害のある人に対する虐待の防止について、市民

や事業者への周知・啓発を進めます。また、障害者

虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の

適切な支援を行うため、地域における関係機関等の

協力体制の整備や支援体制の強化を図ります。 

障害福祉課 
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第５章 計画の推進に向けて 

 

１ 計画推進体制の充実 

（１）庁内連携の強化 

障害者福祉施策は、保健・医療・福祉・教育・就労・生活環境など、各分野の関

係者が連携して取り組むことが重要です。このため、庁内関係各課による情報交換

や意見交換に努めるなど、行政各分野間における連携・調整の強化を図り、総合的・

効果的な取組を推進していきます。 

 

（２）関係機関・団体との連携・ネットワークづくり 

本計画の推進にあたっては、各分野の関係者が参画する「三田市地域自立支援協

議会」において、計画の推進における様々な課題の研究と具体化に向けた協議を行

いながら、全市的な体制のもとに計画を推進します。 

障害のある人やその家族、関係団体、地域住民、相談支援及びサービス事業所、

企業・事業者、行政等の役割を明確にしながら、相互の連携強化を図り、地域社会

をあげた生活支援体制の確立を図ります。特に、相談支援事業者やサービス事業者

の連携・調整を促進し、必要な人に必要な支援・サービスが行き届くようサービス

体制の充実に努めます。 

また、障害者福祉施策の円滑な推進に向け、国、兵庫県、関係機関等との連携を

強化するとともに、各種制度の充実や財源の確保などをこれら機関に要請します。 

 

 

２ 計画の進行管理 

各施策や事業の実施状況について、令和 8 年度と令和 11 年度に点検・評価を行

うとともに、計画の進捗状況について、「三田市障害福祉審議会」へ報告を行い、

必要に応じて施策の充実・見直しを行います。 
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１ 策定体制と経過 

（１）三田市障害福祉審議会委員名簿 

区分 氏名 所属（団体）・役職 備考 

学識経験者 津田 英二 神戸大学 教授 会長 

国の機関 崎山 明美 
神戸公共職業安定所三田出張所 

所長 
 

障害者団体 

八十川 一三 
三田市身体障害者福祉協議会 

事務局長 

副会長(令和 5年 7

月 1日～) 

市川 修子 三田市手をつなぐ育成会 理事長  

山本 勝利 
三田市精神障害者家族会にじの会 

前会長 

～令和 5年 6月 30

日 

満原 義幸 
三田市精神障害者家族会にじの会 

会長 

令和 5 年 7月 1 日

～ 

教育関係 山口 貴久 ひまわり特別支援学校 校長  

福祉関係団体 

宮成 英樹 
三田市社会福祉協議会 

地域福祉課長 

～令和 5年 6月 30

日・副会長 

髙橋 明子 
三田市社会福祉協議会 

介護サービスセンター副課長 

令和 5 年 7月 1 日

～ 

サービス事業者 

平山 裕彦 
三田福祉の里相談支援センター 

相談支援専門員 
 

岡本 征 社会福祉法人光耀会 理事長  

長田 武彦 三田わくわく村 参与  

平井 真由美 
さんだ子ども発達支援センター 

かるがも園 相談支援専門員 

～令和 5年 6月 30

日 

谷野 緑 
さんだ子ども発達支援センター 

かるがも園 園長 

令和 5 年 7月 1 日

～ 

福祉関係団体 林 則夫 
三田市民生委員児童委員協議会 

副会長 
 

医療・保健関係 南里 昌史 三田市医師会 医師  
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（２）計画策定の経過 

年月日 内容 

令和４年 12月 14日 

令和４年度 第２回三田市障害福祉審議会 

○市長諮問 

（１）次期障害者福祉基本計画・障害福祉計画・障害児福祉計画の

概要について 

令和５年２月 20日 

～４月 14日 
障害福祉に関する計画策定に向けたアンケート調査実施 

令和５年５月 26日 障害者団体ヒアリング調査 

令和５年６月28日 

令和５年度 第１回三田市障害福祉審議会 

（１）第５次三田市障害者福祉基本計画の実施状況について 

（２）次期計画策定に向けたアンケート調査結果概要について 

（３）基礎調査等の結果と今後の課題について 

令和５年７月27日 

令和５年度 第２回三田市障害福祉審議会 

（１）三田市障害福祉審議会の公開等について 

（２）第６次三田市障害者福祉基本計画の骨子（案）について 

（３）第６次三田市障害者福祉基本計画の施策体系（案）について 

令和５年９月13日 

令和５年度 第３回三田市障害福祉審議会 

（１）次期福祉計画の素案について 

（２）現行福祉計画の実施状況と次期福祉計画の成果目標について 

（３）次期福祉計画のサービス見込量について 

（４）第６次三田市障害者福祉基本計画の施策体系（案）について 

令和５年10月13日 

令和５年度 第４回三田市障害福祉審議会 

（１）第６次三田市障害者福祉基本計画（素案）について 

（２）第６次三田市障害者福祉基本計画の取組内容（案）について 

（３）第６次三田市障害者福祉基本計画の成果指標について 

令和５年11月8日 

令和５年度 第５回三田市障害福祉審議会 

（１）第６次三田市障害者福祉基本計画（素案）について 

（２）第７期三田市障害福祉計画・第３期三田市障害児福祉計画 

（素案）について 

令和５年11月8日 答申 

令和５年11月24日 

～12月25日 
パブリックコメント実施 
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２ 成果指標の目標設定の考え方 

基本目標１ 生活支援の充実 

指標名 
現状 

(令和4年度) 

目標 

(令和11年度) 
目標設定の考え方 

（１）共同生活援助（グルー

プホーム）の利用者数 
67人/月 97人/月 

生活の場の確保の推進を図

る。障害福祉計画の見込量を

基に設定 

（２）日中一時支援事業、短

期入所（ショートステ

イ）の利用者数 

日中一時：44人/月 

短期入所：52人/月 

日中一時：73人/月 

短期入所：88人/月 

家族の負担軽減として日中一

時支援、短期入所の利用促進

を図る。障害福祉計画の見込

量を基に設定 

 

基本目標２ 健やかに成長できる環境の整備 

指標名 
現状 

(令和4年度) 

目標 

(令和11年度) 
目標設定の考え方 

（１）児童発達支援、放課後

等デイサービスの支給

決定人数（年度末） 

505人/月 710人/月 

障害のある子どもが必要な療育を

受けられる体制を整える。障害児

福祉計画の見込量を基に設定 

（２）特別支援教育研修講座

受講者数（延べ人数） 
270人 300人 

三田市教育振興基本計画に掲げて

いる目標値を基に設定 

 

基本目標３ 就労や社会参加への支援 

指標名 
現状 

(令和4年度) 

目標 

(令和11年度) 
目標設定の考え方 

（１）市役所における障害

者実雇用率 
2.7％ 3.0％ 

障害のある人が安心して定着でき

る職場環境を整え、雇用を促進す

る。令和６年度以降、段階的に引き

上げられる法定雇用率以上の実雇

用率を目標に設定 

（２）優先調達件数、金額 
20件 

7,708千円 

25件 

10,000千円 

これまでの優先調達金額の増加幅

を継続することを目指し、概ね現

状の3割増しを目標に設定 

（３）休みの日などに趣味や

スポーツ活動などに参

加する人の割合 

（18歳以上の障害のある人） 

19.8％ 25.0％ 

障害のある人の社会参加の促進を

図る。アンケート結果で概ね5人に

1人の現状から4人に1人へ引き上

げを目標に設定 
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基本目標４ 共に生きるまちづくりの推進 

指標名 
現状 

(令和4年度) 

目標 

(令和11年度) 
目標設定の考え方 

（１）「障害のある人への対

応や理解が足りてい

る」と答える障害のあ

る人の割合 

18歳以上 37.5％ 

18歳未満 40.2％ 

18歳以上 70.0％ 

18歳未満 70.0％ 

障害のある人への対応や理解の

促進を図る。総合計画に掲げてい

る目標値を基に設定 

※「⾜りていると思う」「少し⾜りない

と思う」の合計 

（２）地域で行われた行事や

活動への参加割合 

（18歳以上の障害のある人） 

31.2％ 50.0％ 

地域での交流促進や参加しやす

い環境づくりを進める。アンケー

ト結果で「今後何らかの行事や活

動に参加したい」と答えた人を基

に目標を設定 

（３）ヘルプマークの新規交

付件数 
231件 260件 

一定の利用・周知が進んでおり、

概ね現状の1割増しを目標に設定 

 

基本目標５ 権利擁護と相談体制の充実 

指標名 
現状 

(令和4年度) 

目標 

(令和11年度) 
目標設定の考え方 

（１）「どこに相談したらい

いかわからない」と答

える障害のある人の割

合 

18歳以上 18.8％ 

18歳未満 18.4％ 

18歳以上 15.0％ 

18歳未満 15.0％ 

相談体制の周知を図る。前回

（H28）と今回（R4）のアンケート

結果を踏まえて目標を設定 

（２）権利擁護・成年後見支

援センターの新規相談

受付件数 

144件 165件 

権利擁護や成年後見制度利用に

係る相談支援や利用促進を図る。

三田市成年後見制度利用促進基

本計画における目標設定を基に

設定 

（３）「障害や特性があること

で差別を受けたり嫌な

思いをしたことがあ

る」と答える障害のあ

る人の割合 

18歳以上 59.9％ 

18歳未満 81.5％ 

18歳以上 50.0％ 

18歳未満 60.0％ 

障害や特性があることで差別な

どを受けることがない社会に向

けて、合理的配慮の提供や障害者

の差別解消に向けた理解促進を

図る。前回（H28）と今回（R4）の

アンケート結果を踏まえて目標

を設定 

※「よくある」「ときどきある」「あまり

ない」の合計 
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３ 団体ヒアリング結果 

（１）調査概要 

○目的 

次期三田市障害者福祉基本計画等の策定にあたり、当事者やその家族・支援者な

どの抱える課題や取組を把握し、更なる支援策や地域共生社会の実現に向けた具

体的な施策を立案する参考とする。 

○調査方法 

事前に市内の障害者関係団体にヒアリングシートを配布し、記入いただいた上

で、グループヒアリングを実施。 

 

ヒアリングシート配布回収 令和５年３月～４月 

グループヒアリング 
令和５年５月 26日 10時 30分～12時 

三田市総合福祉保健センター 

協力団体 三田市内の障害者団体 ４団体 

 

 

（２）調査結果 

《主な共通課題》 

① 日常の障害者からの困りごと等について 

・子ども・青少年を対象とする場合には、教育、就学や進路についての不安が多い 

・能動的にアクセスしないと各種情報にたどり着けないようになっているので、サ

ービスの情報などが必要な人に受動的に届く仕組みがない 

② 団体の運営について 

・団体等への新規加入者が少ない 

・加入する障害者や支援者が高齢化しており、次世代につながっていかない 

・団体を知ってもらうためのチラシやお知らせなどを指定場所等に置くだけでは、

本人まで届かない 

③ 協働と連携について 

・連合会など上下の組織との連携関係はあるが、市内団体での連携はない 

・生活支援やコミュニケーション支援のＮＰＯ・ボランティア等との連携はとれて

いる 

・障害特性に合わせて、ピアカンファレンスなどの当事者同士での連携や相互支援

が効果的な場合がある 
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④ 社会参加について 

・本人の余暇活動の支援を充実させたい 

・障害者が様々なことを体験して、興味を持つ場が少ない 

⑤ 社会の理解について 

・学校等での福祉教育の充実が求められる 

・障害のない人が考える「障害者が参加できるイベント」では障害の多様性に対応で

きていない 

 

 

《今後の課題》 

① 協働の仕組みづくり 

・市内の各種団体や学校、行政、地域などの連携により、多くの人に情報が届けられ

る仕組みがあればよい 

・市内の団体等が行うイベントや講演会などの情報を交換して、相互参加を増やし

たい 

② 体験と継続 

・地域の行事等に参加するだけではなく、企画段階から参画できるようになると、多

くの障害者が参加しやすい催しになるのではないか 

・学校等の福祉や人権の授業を充実させて、多くの市民の理解を促進させるととも

に、同じ体験や経験を共有していく 

③ 持続可能性 

・地域で行われているイベント等での交流により、当事者や支援者に団体加入のメ

リットを伝えていく活動を充実する 

・未加入の障害者やその支援者に寄り添い、サポートすることで関心のある人を増

やしていく 

・団体加入につながるような情報が得られやすいよう、チラシの設置場所等を工夫

する 
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４ 「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」の実現 

「持続可能な開発目標」（Sustainable Development Goals、SDGs）とは、平成

27 年９月の国連サミットで採択された、平成 28 年から令和 12 年の 15 年間で達

成するために掲げた国際目標です。 

「誰一人として取り残さない」ことを基本理念として掲げており、障害福祉に関

する目標としては「不平等の是正」（差別解消）や「教育」（インクルーシブ教育）、

「経済成長と雇用」（障害のある人の雇用）等が挙げられています。 

本市においても、基本目標ごとに関連する項目を挙げ、「誰一人として取り残さ

ない」という包括的な視点のもと、すべての人の平等かつ公平な社会参画を目指し、

取組を進めていきます。 

 

基本目標 SDGｓ目標 

１ 生活支援の充実 

3 すべての人に健康と福祉を 11 住み続けられるまちづくりを 

16 平和と公正をすべての人に 

 

２ 健やかに成長できる 

環境の整備 

3 すべての人に健康と福祉を 4 質の高い教育をみんなに 

10 人や国の不平等をなくそう 

 

３ 就労や社会参加への 

支援 

8 働きがいも経済成長も 10 人や国の不平等をなくそう 

16 平和と公正をすべての人に 

 

４ 共に生きるまちづくりの

推進 

10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを 

16 平和と公正をすべての人に 

 

５ 権利擁護と相談体制の

充実 

10 人や国の不平等をなくそう 11 住み続けられるまちづくりを 

16 平和と公正をすべての人に 
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５ 用語解説 

用 語 解 説 ページ 

あ 行   

アクセシビリティ 
アクセスのしやすさのこと。施設・設備、サービス、情報、

制度等の利用のしやすさのこと。 

38、40、

43、63 

一般就労 
福祉施設等での就労ではなく、企業などへの就職、在宅で

の就労及び自らの起業などによる就労。 
2、37 

医療的ケア 
人工呼吸器や胃ろう等を使用している人に行う、たんの吸

引や経管栄養などの医療行為。 
36、44 

インクルーシブ教育 
障害のある子どもと障害のない子どもが、同じ場で共に学

ぶ教育の仕組みのこと。 

3、36、43、

49、50、73 

か 行   

基幹相談支援センター 

障害者総合支援法において位置づけられた、地域における

相談支援の中核的な役割を担い、相談支援事業、成年後見

制度利用支援事業及び身体障害者・知的障害者・精神障害

者等に関わる相談支援を総合的に行う事を主要な業務と

する機関。 

2、65 

共同生活援助 

（グループホーム） 

自宅での生活が困難となった高齢者や障害のある人など

が、施設職員による援助を受けながら少人数で共同生活す

る住まい。 

44、69 

権利擁護 

障害のある人や入院患者をはじめ、自己の権利や援助のニ

ーズを表明することが困難な人に代わって、援助者が代

理・代弁することでその権利やニーズの獲得を行うこと。 

5、42、43、

62、65、

70、73 

合理的配慮 

障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で妨げとな

る社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配

慮。筆談や読み上げによる意思の疎通、⾞いすでの移動の

手助け、学校・公共施設等のバリアフリー化など、過度の

負担にならない範囲で提供されるべきものをいう。 

3、32、37、

38、43、

52、57、

58、59、

60、70 

コミュニケーション 対話や会話などを通じて、気持ちや意見等を伝えること。 
43、52、

57、71 

さ 行 
  

児童福祉法 

児童の心身の健全な成長、生活の保障、愛護を理念として、

その目的達成のために必要な諸制度を定めた法律。平成 24

年の改正により、障害児施設・事業の一元化が図られると

ともに、放課後等デイサービス等が創設された。平成 28 年

の改正では、多様化する障害児支援ニーズへのきめ細かな

対応、サービスの質の確保・向上に向けた環境整備を進め

るため、都道府県及び市町村における「障害児福祉計画」

の策定が義務付けられた。 

2、5 

社会資源 

社会ニーズを充⾜するために活用できる制度、機関、組織、

施設・設備、資金、物品、さらに個人や集団が有する技能、

知識、情報などをあわせた総称。 

41 
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用 語 解 説 ページ 

社会的障壁 
日常生活または社会生活において、その活動を制限し、社

会への参加を制約している事物、制度、慣行等のこと。 
3、40、60 

社会福祉協議会 
社会福祉法の規定に基づいて組織される、地域福祉の推進

を図ることを目的とする団体のこと。 
61、67 

就労継続支援 

一般企業等への就労が困難な障害のある人に対して、就労

や生産活動の機会を提供するとともに、その他の就労に必

要な知識や能力の向上のために必要な訓練や支援等のこ

と。雇用契約に基づく就労が可能か、あるいは困難かによ

って、Ａ型とＢ型に分けられる。 

54 

手話通訳者 
音声言語を手話に、手話を音声言語に置き換えて伝える人

のこと。 
57、59 

障害者基本法 

障害のある人の自立と社会参加の支援などのための施策

に関して基本理念を定め、国や地方公共団体の責務を明ら

かにするとともに、施策の基本となる事項を定めることに

よって障害者施策を総合的かつ計画的に進め、障害者福祉

を増進することを目的とする法律。 

5、6、40 

障害者虐待防止 

センター 

障害者虐待防止法に基づき、市町村が障害者虐待対応のた

め設置している。虐待の通報・届出を受理し対応するほか、

相談・指導・助言や広報・啓発により障害者虐待の防止に

努めている。 

3 

障害者虐待防止法 

障害のある人に対する虐待が、障害のある人の尊厳を害す

るものであり、障害のある人の自立及び社会参加にとっ

て、虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑

み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害のある人に

対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うこ

とにより、障害のある人の権利利益の擁護に資することを

目的とする法律。 

3、32 

障害者雇用促進法 

障害のある人の雇用義務等に基づく雇用の促進等のため

の措置や、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障

害のある人の職業の安定を図ることを目的とする法律。 

2 

障害者差別解消法 

すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

の実現に資することを目的とし、差別的取扱いの禁止や、

合理的配慮の不提供の禁止を定めた法律。 

3、59、60、

65 

障害者総合支援法 

障害者自立支援法が改正され、平成 25 年４月に施行され

た「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律」の通称。障害者基本法の一部改正を踏まえて目

的規定が改正され、基本理念が創設された。 

2、5、6 

自立支援医療 

精神通院医療・更生医療・育成医療が一本化された医療費

の公費負担制度。指定医療機関で医療を受けた場合、医療

費の自己負担が原則１割となる。所得に応じて上限が決め

られている。 

45 



 

76 

用 語 解 説 ページ 

身体障害者手帳 

身体に障害のある人が「身体障害者福祉法」に定める障害

に該当すると認められた場合に交付されるもの。身体障害

者手帳の等級は重度から１級～６級に区分されているが、

さらに障害により視覚、聴覚、音声言語、肢体不自由、内

部（呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこう、または直腸、小腸、

肝臓、免疫機能）に分けられる。 

9、10、14 

精神障害者保健福祉手

帳 

日常生活や社会生活に様々な制限を受けている精神障害

者に対し、障害の程度に応じて交付される手帳。障害の程

度により、1 級から 3 級までの区分がある。 

9、12、16、

19、20、

22、27、

30、33 

成年後見制度 

知的障害、精神障害、認知症等により、判断能力が不十分

な成年者を保護するための制度。具体的には、判断能力が

不十分な人について、契約の締結等を代わりに行う代理人

などを選任したり、本人が誤った判断に基づいて契約を締

結した場合、それを取り消すことができるようにするな

ど、これらの人を不利益から守る制度。 

38、62、

65、70 

た 行   

地域共生社会 

子どもや高齢者、障害者などすべての人々が役割を持ち、

互いを認め合い、支えあうことで、その人らしい生活を送

ることができるような社会のこと。 

2、71 

地域生活支援拠点 

障害のある人の重度化・高齢化や「親なき後」を見据えた、

居住支援のための機能を持つ場所や体制のこと。なお、居

住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対

応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体

制づくりの５つを柱としている。 

2、43、46 

特別支援学校 

学校教育法に基づき、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害

者、肢体不自由者または病弱者に対して、幼稚園、小学校、

中学校、高等学校に準ずる教育を行うとともに、障害によ

る学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために

必要な知識技能を授けることを目的に設置される学校。 

21、67 

特別支援教育 

障害のある児童の自立や社会参加に向けた主体的な取組

を支援するという視点のもと、幼児児童生徒一人ひとりの

教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習

上の困難を改善または克服するため、適切な指導及び必要

な支援を行う教育。 

3、49、69 

な 行   

内部障害 

身体障害の一種類で、呼吸器機能障害、心臓機能障害、じ

ん臓機能障害、ぼうこう・直腸障害、小腸障害、肝臓機能

障害、後天性免疫不全症候群がその障害範囲。 

10 

日常生活自立支援事業 

認知症高齢者・知的障害や精神障害のある人など、判断能

力が低下している人が自立した地域生活を送れるよう、福

祉サービスの利用援助等を行うことにより、その人の権利

を擁護することを目的とした事業。 

65 
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用 語 解 説 ページ 

ノーマライゼーション

（normalization） 

障害のある人や高齢者がほかの人々と等しく生きる社会・

福祉環境の整備、実現を目指す考え方。 
40、43、56 

は 行   

バリアフリー 

（barrier free） 

障壁（バリア）となるものを取り除くことをいう。床の段

差を解消したり、手すりを設置するなどといったハード面

だけではなく、すべての人の社会生活を困難にしている物

理的、社会的、制度的、心理的な様々な障壁を除去すると

いう意味で用いられている。 

57 

ピアサポート 

障害のある人自身がカウンセラーとなり、他の障害のある

人の相談相手となって、同じ仲間として問題解決等を支援

する活動や、障害のある人の社会参加・交流を促進する活

動のこと。 

48 

福祉的就労 
一般就労が困難な障害のある人が、各種施設や小規模作業

所等で職業訓練等を受けながら作業を行うこと。 
2、54 

福祉避難所 

既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者や障害のある人

など一般の避難所では生活に支障をきたす人に配慮して、

バリアフリー化が図られた避難所のこと。 

64 

ヘルプマーク・ヘルプ

カード 

援助や配慮を必要としていることが外見からは分からな

い人（義⾜、内部障害、難病、妊娠初期の人など）が、周

囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援

助を得やすくなることを目的としたマーク。 

58、60、70 

法定雇用率 

一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体

を対象に、常用労働者のうち障害のある人をどのくらいの

割合で雇う必要があるかを定めた基準のこと。 

2、69 

ボランティア 

（volunteer） 

個人が自発的に決意・選択し、人間の持っている潜在的能

力や日常生活の質を高め、人間相互の連帯感を高める活動

そのものや活動している人のこと。自発性（自立性）・無償

性（非営利性）・公共性（公益性）・先駆性（開発性）など

を特徴とする。ただし、非営利的有償サービスへの参加な

ども含められるようになり、より多義的なものとなってい

る。 

38、61、71 

や 行   

要約筆記 
意思疎通手段の一つで、話しの内容を要約、筆記して聴覚

障害者に伝えること。 
57、59 

ら 行   

ライフステージ 

（life stage） 

人間の一生における幼年期・児童期・⻘年期・壮年期・老

年期などのそれぞれの段階。 

36、49、

51、56 

リハビリテーション 

(rehabilitation) 

障害のある人々を身体的、心理的、社会的、職業的、ある

いは経済的に、各人それぞれの最大限度にまで回復させる

ことをいう。障害福祉の分野では心身に障害がある人が住

み慣れた地域で生き生きと豊かに生活することを援助す

る医療・保健・福祉等の統合的な支援で生活者として自立

することを目指して社会全体が行うすべての活動をいう。 

40 
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用 語 解 説 ページ 

療育 

障害のある子どもが機能を高め、社会的に自立した生活を

送れるようにするため、障害のある子どもやその家族に相

談、指導、診断、検査、訓練等の支援を行うこと。 

2、13、21、

36、42、

43、49、

50、69 

療育手帳 

知的障害または発達障害があると判定された人に対して

交付されるもの。障害程度の区分は各自治体によって異な

る。 

9、11、14、

16、18、

19、22、

27、33 

レスパイト 

介護者・支援者を一時的に、一定の期間、介護から解放す

ることによって、日頃の心身の疲れを回復し、休息ができ

るようにする援助。 

48 
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